
第１章　安らぎのあるくらし

第１節　すべてのひとがいきいきとくらせるまち

　１　ひとりひとりが個人として厚く尊重される

1
人権文化の構築
に向けた取組の
推進

　「人権教育のための国連10年京都市行
動計画」の成果を踏まえ，今後の人権施
策の展開を見据えた新たな計画を16年度
中に策定し，取組を推進する。

－ 計画策定 取組の推進 → → → 1
計画策定
（16年度）

文化市民局

2

世界人権問題研
究センターの整
備計画の策定・
推進

　人権問題について，広く世界的視野に
立った総合的な調査・研究を行い，研究
機関及び研究者との連携，交流を推進
し，市民がその成果を享受できる拠点と
しての施設整備計画を京都府と共同で策
定し，推進する。

－
整備計画検
討

→ → 整備計画策
定

→
4 － 文化市民局

①市の審議会
等への女性委
員の登用促進

中間目標設
定

局，区別の
登用計画
（16～18年
度）の策定

取組の推進 → → → 0

女性委員の
登用率
30％
(18年度)
35％
(22年度)

参考
15年度
26.8％

文化市民局

②女性への暴
力専門相談の
充実と民間
シェルターへ
の支援

取組の推進 → → →
（民間シェ
ルターへの
支援実施）

→

14 － 文化市民局

№

3
男女共同参画の
推進

①「きょうと男女共同参画推進プラン」
に基づき，22年度までに「女性委員のい
ない審議会等の解消」「男女いずれの割
合も35％を下回らない委員構成の確保」
の達成をめざし，中間目標の設定と，
局・区別の登用計画の策定を行い，取組
の強化を図る。

②女性に対するあらゆる暴力への対策を
強化するため，相談体制の充実や保護，
自立支援への取組を強化するとともに，
ＮＰＯなどと連携した民間シェルター
（緊急一時避難施設）を支援する。

政策項目名 担当局数値目標等
17年度

事業概要
年次計画 経費

（百万円）18年度 19年度 20年度事業内容 16年度
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事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

4

子どもの虐待根
絶に向けた取組
と権利擁護の推
進（№40再掲）

　児童相談所や保健所と警察，医師会，
弁護士会等との密接な連携により，児童
虐待防止のためのネットワークを強化
し，児童虐待の未然防止，早期発見，早
期対応，被虐待児の保護対策を強化す
る。併せて，家庭への支援を行う。
　「児童の権利に関する条約」及び「児
童福祉法」の理念に基づき，子ども自身
の意思を尊重した権利擁護システムを構
築する。
　17年度からは，「新京（みやこ）・子
どもいきいきプラン」に基づき取組を推
進する。

－ 取組の推進
（保護者支
援，啓発の
充実）

→ → → →
330

虐待相談へ
の速やかな
（48時間以
内）対応
100％の実現
（毎年度）

保健福祉局

5

高齢者の自立を
支援するための
小規模多機能施
設の検討

　高齢者が住み慣れた地域で在宅生活を
維持できるように，多様なサービスを一
体的かつ複合的に提供する拠点となる小
規模多機能施設の整備について検討を進
める。

－

調査・研
究・モデル
整備

モデル整備

検討結果の
取りまとめ

検討結果を
踏まえた取
組の推進

→ → 18 － 保健福祉局

6

認知症高齢者
や知的障害・精
神障害のあるひ
とに対する権利
擁護の推進
（№31再掲）

　認知症高齢者等が住み慣れた地域で
安心して生活を送ることができるよう，
基幹的社会福祉協議会の増設を行い，以
下の取組を推進する。
・福祉サービスを適切に選択，契約する
ための支援
・「地域福祉権利擁護事業」の情報提供
と相談機能の充実，支援
・成年後見制度の情報提供，利用支援
・法律，社会福祉，医療等の関係機関や
団体による権利擁護ネットワークの充実

－ 取組の推進
（基幹的社
会福祉協議
会１箇所増
設）

→ → → → 202

基幹的社会
福祉協議会5
箇所
（20年度)

参考
15年度2箇所

保健福祉局

担当局政策項目名
年次計画

経費
（百万円）

数値目標等№ 事業概要
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事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

7

精神に障害のあ
るひとの社会復
帰や自立を促
進・支援するた
めの施設の整備

　精神に障害のあるひとの社会復帰や自
立を促進・支援するための施設である援
護寮，地域生活支援センターの整備を進
める。

－ 取組の推進 → → → → 963

援護寮60人
分，地域生
活支援セン
ター10箇所
（19年度）

参考
15年度
援護寮0人分
地域生活支
援センター4
箇所

保健福祉局

8

外国籍市民等が
安心して医療を
受けるための通
訳派遣
（№117再掲）

　多文化共生社会の実現に向け，外国籍
市民等が安心して医療サービスを受け，
健康にくらせるよう，医療機関に通訳を
派遣する。

－

取組の推進
（派遣医療
機関1箇所
増）

→ →
（派遣医療
機関1箇所
増）

→ →
（派遣医療
機関1箇所
増）

25

派遣医療機
関4箇所
（20年度）

参考
15年度１箇
所

総務局

9
ホームレス自立
支援等の推進

　国の「ホームレスの自立の支援等に関
する特別措置法」，「ホームレスの自立
の支援等に関する基本方針」に基づき，
「京都市ホームレス自立支援等実施計画
（仮称）」を策定し，ホームレスの自立
支援等を推進していく。

－

実施計画の
策定及び推
進

取組の推進 → → →

316

自立支援セ
ンター入所
者の就労率
40％以上
（毎年度）

保健福祉局

年次計画
№ 経費

（百万円）
数値目標等 担当局政策項目名 事業概要

3



　２　すべてのひとがいきいきと活動する

事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

10
ユニバーサルデ
ザイン推進条例
（仮称）の制定

　「すべてのひとにやさしいひとづく
り・ものづくり・まちづくり」をめざす
ユニバーサルデザインの取組を社会全体
で推進するため，行政・市民・事業者等
の役割分担や推進方策を盛り込んだ「ユ
ニバーサルデザイン推進条例（仮称）」
を制定する。

－ 条例制定 － － － － 1
条例制定
（16年度）

保健福祉局

11

公共建築物のバ
リアフリー化の
推進
（№94再掲）

　すべてのひとが安全かつ安心して施設
を利用できるように，継続して既存施設
の現況調査及び各施設ごとの整備計画を
策定し，バリアフリー化改修を推進す
る。

－

取組の推進
(文化施
設，福祉施
設の調査，
計画策定）

→
（文化施
設，公設市
場等の調
査，計画策
定）

→
（福祉施
設，病院等
の調査，計
画策定）

→ →

0 － 都市計画局

12

京町家再生賃貸
住宅制度の創
設・運用
（№90・144再
掲）

　京町家を賃貸住宅として再生・活用す
るための改修費用の一部を助成する「京
町家再生賃貸住宅制度」を創設する。

－ 制度創設 取組の推進 → → → 100
制度創設
（16年度）

都市計画局

①公営住宅ス
トック総合活
用計画に基づ
く公営住宅の
再整備

取組の推進 →
（計画の見
直し）

→ → →
18,086

建替え350
戸，トータ
ル・リモデ
ル854戸
（20年度）

都市計画局

②改良住宅等
改善事業の推
進

取組の推進 → → → → 10,415
建替え348戸
（20年度）

都市計画局

事業概要 経費
（百万円）

数値目標等

13

№
年次計画

担当局

市営住宅の建替
え等改善事業の
推進

政策項目名

①一斉に更新時期を迎える公営住宅の再
整備を行うため，公営住宅ストック総合
活用計画の見直しを行い，計画的かつ効
率的に建替えや改善を図る。
・建替え
・トータル・リモデル
・エレベーター設置
・高齢者向け改善

②建築後相当年数を経過している改良住
宅等の建替えや改善を図る。
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事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

①住宅地区改
良事業の推進

取組の推進
（崇仁北部
第3・4地
区，三条鴨
東地区）

→ → → →

10,960
住宅建設
117戸
（20年度）

都市計画局

②住宅市街地
総合整備事業
の推進

取組の推進
（東九条地
区）

→ → → →
2,511

コミュニ
ティ住宅建
設
28戸
（20年度）

都市計画局

①シルバー人
材センターへ
の支援

取組の推進 → → → → 336

目標会員数
6,100人
（20年度）

参考
15年度
3,800人

保健福祉局

②授産施設・
福祉工場等の
整備

取組の推進 → → → → 1,767

授産施設・
福祉工場定
員増　230人
分以上（19
年度）

参考
15年度
1,140人分

保健福祉局

15

高齢者や障害の
あるひとの能力
向上や働く場の
確保

14

№
年次計画

経費
（百万円）

数値目標等 担当局

　良好な住環境の整備，改善等を図るた
め，以下の取組を推進する。

①住宅地区改良事業
  不良住宅等の密集などにより，住環境
の整備改善が必要な地区において，良好
な住環境の整備改善を一体的に行うこと
を目的に実施

②住宅市街地総合整備事業
　老朽住宅の密集や公共施設の著しい不
足等を課題とする地区において，防災性
の向上，住環境の整備改善，地域の活性
化を目的に地区の総合的整備を促進

住環境整備事業
の推進

事業概要政策項目名

①高齢者が，就業を通じて自己の労働能
力を活用しみずからの生きがいの充実や
社会参加を促進するシルバー人材セン
ターの活動を支援する。

②京都市障害者施策推進プランに基づ
き，通所授産施設・福祉工場等の整備を
進める。
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事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

16

精神に障害のあ
るひとと地域住
民が交流，参加
できる「こころ
のふれあい交流
サロン」の充実

　精神に障害のあるひとの社会参加と精
神障害に対する理解を促進するため，精
神に障害のあるひとと地域住民やボラン
ティアが交流できる「こころのふれあい
交流サロン」(地域生活支援センターを
含む）の拡充を図る。

－ 取組の推進 → → → → 156

21箇所
（19年度）

参考
15年度10箇
所

保健福祉局

　３　子どもたちが心豊かで社会性を身につけみずからの生き方を学ぶ

事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

17

30人学級の導
入・習熟度別授
業など少人数教
育の推進

　全小・中学校において，習熟度別授業
など少人数教育を一層充実するととも
に，16年度から35人学級を小学校2年生
までに拡大する。19年度までには，30人
学級を導入する。

－

取組の推進
（35人学級
小学校2年
生へ拡大）

→ → →
（30人学級
の導入）

→

1,680
30人学級の
導入
（19年度）

教育委員会

担当局事業概要
年次計画 経費

（百万
円）
数値目標等№ 政策項目名

№ 経費
（百万円）

数値目標等 担当局事業概要
年次計画

政策項目名
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事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

①小・中学校
の全普通教室
冷房化の推進

取組の推進
（約450室
整備）

→
（約600室
整備）

→
（約600室
整備）

→
（約600室
整備）

全普通教室
（約2,900
室）設置完
了

5,698

全普通教室
冷房化
（20年度） 教育委員会

②学校施設の
耐震診断・耐
震補強の推進

取組の推進 →
（耐震診断
完了）

→ → → 9,492
補強工事完
了
（22年度）

教育委員会
(都市計画
局)

③ＮＰＯとの
連携による小
学校の校庭の
芝生化の推進

取組の推進
（1校で実
施）

→ → → → － －

教育委員会

④全市立学校
普通教室等へ
のパソコンの
配備と校内Ｌ
ＡＮシステム
の整備

取組の推進
（54校）

→
(54校）

→
(54校）

→
(54校）

全市立学校
（272校）
配備・整備
完了

3,775

全市立学校
へのパソコ
ン等整備
（20年度）

教育委員会

18
教育環境の整備
の促進

№

　子どもたちの教育環境を整えるため，
以下の整備を図る。

①小・中学校において，夏休み期間中の
補充・発展学習を推進し快適な学習環境
づくりを進めるために，全普通教室の冷
房化を行う。

②新耐震基準以前に建築された学校施設
の耐震化を図るため，耐震診断・耐震補
強工事を進め，学校施設の安全性を確保
する。

③ＮＰＯ「芝生スクール京都」の協力の
下，学校の校庭芝生化を推進することに
より，子どもたちに快適で安全な教育環
境を整備する。

④ＩＴ環境の充実を図るため，全市立学
校の普通教室等にコンピュータを配備す
るとともに，校内ＬＡＮシステムを整備
する。

政策項目名 事業概要
年次計画

経費
（百万円）

数値目標等 担当局
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事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

①道徳教育・
体験活動の充
実

市民会議提
言提出

取組の推進 → → →
500 － 教育委員会

②専門的な資
格をもったス
クールカウン
セラー制度の
充実

スクールカ
ウンセラー
の配置拡大
（全中学校
79校）

相談体制の
充実

→ → →

720 － 教育委員会

③不登校生徒
のための中学
校創設

開校
（10月）

－ － － －
45
学校創設
（16年度）

教育委員会

①子ども専用
体育館の建設

建設 → 開設 － － 468
開設
（18年度）

教育委員会

②エイズ教
育，薬物乱用
防止対策の推
進

取組の推進
（啓発・指
導資料作
成）

→ → → →
10 － 教育委員会

③休日地域児
童スポーツク
ラブの創設

休日地域児
童スポーツ
クラブ創設

取組の推進 → → →

10
10中学校区
で設置
（20年度）

教育委員会

№ 政策項目名 事業概要
年次計画

経費
（百万円）

数値目標等 担当局

19

20

　心の教育を推進するため，以下の取組
を行う。

①「道徳教育振興市民会議」による提言
に基づき，しなやかな道徳教育を推進す
るとともに，体験活動の充実により，
「共に生きる」ために必要な公共心等の
向上を図る。

②不登校やいじめをはじめとする児童・
生徒の問題行動等に対応し，心理相談に
関して高度に専門的な知識・経験を有す
る「スクールカウンセラー」制度を充実
する。

③授業時間数や教科等を弾力的に運用
し，ひとりひとりの段階に応じたきめ細
やかな学習を実施するために，市教育相
談総合センター（こどもパトナ）内に不
登校生徒のための新しい中学校を創設す
る。

健康でたくまし
い子どもの育成

心の教育の推進

　健康でたくましい子どもの育成のた
め，以下の取組を行う。

①子どもたちのスポーツ環境向上を図る
ため，宝が池公園内に子どもを対象とし
た体育館を建設する。

②子どもたちのエイズを予防する能力や
態度を育成するとともに，薬物乱用の低
年齢化が全国的に進む中，その防止に向
け，警察等と連携した取組を推進する。

③学校・家庭・地域の連携の下，休日に
おける地域児童スポーツクラブを創設
し，中学校区を単位に順次拡大していく
ことで，休日における児童のスポーツ活
動の充実をめざす。

8



事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

21

新学力向上アク
ションプランに
基づく確かな学
力と豊かな創造
性をもつ子ども
の育成

　学力の向上と創造的で個性豊かな子ど
もの育成のために，以下の取組を行う。
・学力向上を目指した「新学力向上アク
ションプラン」の作成
・「理科好き」・「読書好き」な子ども
の育成
・伝統と文化を理解し尊重する態度を育
成する，伝統文化推進事業「京の雅探検
隊」の実施校拡大
・産・学・公の連携によるＩＴ教育の充
実と起業家精神の育成
・小中一貫教育の推進

－ 取組の推進 → → → → 186

全中学校で
朝読書を実
施
（18年度）

全小学校で
「京の雅探
検隊」実施
（20年度）

コンピュー
タ指導可能
教員率100％
達成
（16年度）
参考
15年度97％

小中一貫教
育
4中学校区以
上実施
（20年度）

教育委員会

22

ＰＦＩ方式によ
る京都御池中学
校複合施設の整
備

　京都御池中学校の新校舎を乳幼児保育
所，老人デイサービスセンター，在宅介
護支援センター，賑わい施設，オフィス
スペース等を併設する複合施設として，
18年4月完成・移転をめざし，本市初の
導入となるＰＦＩ手法により整備する。

－ 設計・建設 建設 開設 － － 2,890
開設
（18年度）

保健福祉局
教育委員会

担当局数値目標等経費
（百万円）

年次計画
№ 政策項目名 事業概要

9



事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

23
障害のある子ど
もへの教育の推
進

　学習障害（ＬＤ）等の子どもたちの教
育を推進するため，16年度中に総合養護
学校に，支援・相談センター，学校サ
ポートチーム，小中学校教育支援委員会
を設置する。
　「総合育成支援教育の今後のあり方検
討プロジェクト会議」において，特別な
教育的支援が必要な児童生徒を対象とす
る総合的な教育的支援のあり方について
検討を行う。

－ 取組の推進 → → → → 50 － 教育委員会

24

完全学校週5日
制に対応した
「みやこ子ども
土曜塾」の創設

　完全学校週5日制の下，「まち全体が
学びと育ちの場」と捉え，土曜等学校休
業日に，京都ならではの多様な学習資源
を生かしたさまざまな学びの場を子ども
たちに提供する「みやこ子ども土曜塾」
を創設する。

－

「みやこ子
ども土曜
塾」事業の
創設
（モデル地
域での実
施）

取組の推進 → →
（全市拡
大）

→

100
全市実施
（19年度）

教育委員会

政策項目名
年次計画

経費
（百万円）

数値目標等事業概要№ 担当局

10



事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

25

開かれた学校づ
くり・地域ぐる
みの教育の推進

　開かれた学校づくり，地域ぐるみの教
育を推進するため，以下の取組を行う。
・学校評議員制度や外部評価を含めた
「学校評価システム」の活用と，地域や
保護者代表が学校運営に参画する「地域
学校協議会」の設置校の拡大
・大学生によるボランティア活動への支
援
・学校単位での父親によるサークル活動
「おやじの会」による父親たちの家庭教
育への参加促進
・「人づくり21世紀委員会」の取組の推
進

－ 取組の推進 → → → → 180

地域学校協
議会設置校
を全行政区
に拡大
（20年度）
参考
15年度1行政
区

学生ボラン
ティア数を
15年度の2倍
（520人）に
拡大
（20年度）

「おやじの
会」を全小
学校区単位
（178校）に
設置
（19年度）
参考
15年度86校

教育委員会

26

教員の資質向上
のための教員評
価システムの構
築

　教員の資質向上を一層推進するため，
教員ひとりひとりの能力や意欲，実績を
適正に評価し，人事配置や研修等に適切
に結びつけるための新たな教員評価シス
テムを構築する。

－

調査・検討

パブリック
コメントの
実施

試行的導入 導入 取組の推進 → 25 － 教育委員会

担当局数値目標等
年次計画

経費
（百万円）

№ 政策項目名 事業概要

11



事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

①銅駝美術工
芸高校新学科
の開設

新学科の開
設

－ － － －
10 － 教育委員会

②音楽高校の
移転・開校

検討 → 検討・施設
整備

施設整備 移転・開校
2,000 － 教育委員会

第２節　ひとりひとりが支え，支えられるまち

　１　すべてのひとが相互に支え合い安心してくらす

事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

28

京（みやこ）・
地域福祉推進プ
ランの推進
（№86再掲）

　地域の安心・安全を福祉の観点から実
現するため，16年3月に策定した「京(み
やこ）・地域福祉推進プラン」に基づ
き，住民，公共的団体，行政による横断
的な福祉協働システムである「区地域福
祉推進委員会」を16年度中に全区に設置
し，福祉総合マップの作成やシンポジウ
ムの開催，パイロット事業の実施をはじ
めとする10の行動指針，10の重点項目を
推進する。

－

マップ作成

シンポジウ
ム開催（全
区）

市地域福祉
推進委員会
によるパイ
ロット事業
の選定・助
成

取組の推進 →
（全区で
マップ作成
終了）

→ → 72 － 保健福祉局

政策項目名 事業概要 数値目標等
年次計画

№

№

市立高校改革の
推進

 生徒・保護者のニーズに応えるため，
以下の市立高校改革を推進する。

①銅駝美術工芸高校に新学科を設置す
る。

②音楽高校を移転に併せて改革する。

政策項目名 事業概要

27

年次計画

経費
（百万円）

担当局

経費
（百万円）

数値目標等 担当局

12



事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

①介護保険給
付対象サービ
スの基盤整備

取組の推進 →
（次期計画
の策定）

→ → → 13,976

整備目標量
特養4,500人
分
老健3,300人
分
ケア1,070人
分
（19年度，
ただし現行
プランによ
る）

参考
15年度
特養3,938人
分
老健2,977人
分
ケア555人分

保健福祉局

②特別養護老
人ホームをは
じめとする施
設の生活環境
の向上

取組の推進 → → → → 9

新設する施
設の施設管
理者及びユ
ニットケア
リーダー研
修受講率
100％
（20年度）

保健福祉局

介護基盤の充実
と施設の生活環
境の向上等

　「京都市民長寿すこやかプラン」に基
づき，以下の事業を実施する。

①介護保険給付対象サービスの基盤整備
・特別養護老人ホーム，介護老人保健施
設及びケアハウスの施設を整備する。

②特別養護老人ホームをはじめとする施
設の生活環境の向上
・入居者の尊厳を重視したケアを実現す
るため，全室個室ユニットケアを特徴と
する小規模単位型特別養護老人ホームの
整備を進める。
・施設職員に研修を行い効果的なケアの
あり方や施設の管理方法等の習得を促進
する。

数値目標等

29

№ 政策項目名 事業概要
年次計画

経費
（百万円）

担当局

13



事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

30

複合的福祉施設
「北山ふれあい
センター（仮
称）」の整備

　子どもや高齢者のための地域に根ざし
た施設に加え，ひとり親家庭や障害のあ
るひとも含めたあらゆる市民が利用で
き，かつ，施設・利用者間相互の交流を
図る複合施設を整備する。
＜場所＞
　左京区下鴨北野々神町
＜予定する施設の内容＞
　心身障害児福祉会館
　知的障害児母子通園施設
　母子福祉センター
　児童館
　老人デイサービスセンター
　在宅介護支援センター
　身体障害者デイサービスセンター
　知的障害者デイサービスセンター 等

－ 基本計画策
定準備

基本計画策
定

実施設計

埋蔵文化財
調査

建設 開設

1,595
開設
（20年度）

保健福祉局

31

認知症高齢者
や知的障害・精
神障害のあるひ
とに対する権利
擁護の推進
（№6再掲）

　認知症高齢者等が住み慣れた地域で
安心して生活を送ることができるよう，
基幹的社会福祉協議会の増設を行い，以
下の取組を推進する。
・福祉サービスを適切に選択，契約する
ための支援
・「地域福祉権利擁護事業」の情報提供
と相談機能の充実，支援
・成年後見制度の情報提供，利用支援
・法律，社会福祉，医療等の関係機関や
団体による権利擁護ネットワークの充実

－ 取組の推進
（基幹的社
会福祉協議
会１箇所増
設）

→ → → → 202

基幹的社会
福祉協議会
5箇所
（20年度）

参考
15年度2箇所

保健福祉局

32
精神に障害があ
るひとの自立支
援

　精神に障害のある市民で，病状が安定
して入院治療の必要性がないにもかかわ
らず，入院が長期化している，いわゆる
社会的入院者に対し，退院に向けた相談
や訓練等を行い，退院の促進と地域社会
での自立を支援する。

－
取組の推進
（事業のあ
り方の検
討）

→
（試行実
施）

→
（本格実
施）

→ →
45 － 保健福祉局

№ 政策項目名 事業概要
年次計画

経費
（百万円）

数値目標等 担当局
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　２　子どもを安心して産み育てる

事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

33

「新京（みや
こ）・子どもい
きいきプラン」
の策定

　「子育て支援都市・京都」の一層の推
進を図るため，現行の京都市児童育成計
画「京（みやこ）・子どもいきいきプラ
ン」を前倒しして改定する。
　新プランには，企業における育児休業
の取得を含め子どもとすべての子育て家
庭を総合的に支援する計画として，保育
所待機児童解消計画やひとり親家庭の自
立支援計画，母子保健計画などを盛り込
み施策の推進を図る。

－ 計画策定
(新たな数
値目標の設
定）

－ － － －

7
計画策定
（16年度）

保健福祉局

34
乳幼児医療費助
成制度の拡充の
検討

　15年9月に小学校就学前までに対象拡
充した同制度について，子育て家庭の医
療費負担軽減を図る観点から，さらなる
拡充について検討を進める。

－
対象拡充の
動向の把
握・検討

→ → → →
0 － 保健福祉局

35
小児救急医療体
制の整備・推進

　小児科や小児科医が減少する一方，核
家族化，地域コミュニティの希薄化によ
る保護者の育児不安から，小児科の充実
した一部の医療機関に集中する等の課題
を踏まえ，実態に即した効率的，効果的
な小児救急医療体制を構築する。

－ 整備計画策
定

体制の整備
（平日準夜
の医療体制
整備）

取組の推進
（深夜の医
療体制整
備）

→ →
580 － 保健福祉局

36
不妊治療費助成
制度の拡充

　希望しながらも子どもに恵まれない夫
婦を支援するため，医療保険が適用され
ない不妊治療（体外受精，顕微授精）に
対して助成を拡充する。

－ 助成制度拡
充

取組の推進 → → →
315 － 保健福祉局

数値目標等 担当局№ 政策項目名 事業概要
年次計画

経費
（百万円）
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事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

37

子育て家庭の
ニーズに応じた
保育サービスの
充実

　就業形態の多様化に対応していくた
め，「延長保育」や日曜，祝日等に保育
を行う「休日保育」を充実するととも
に，病気等の緊急時や保護者のリフレッ
シュ等のため，一時的に保育を行う「一
時保育」を充実し，安心して子育てがで
きるような環境整備を推進する。
　17年度からは，「新京（みやこ）・子
どもいきいきプラン」に基づき取組を推
進する。

－

延長保育の
実施箇所拡
大

一時保育の
実施箇所拡
大

取組の推進 → → → 2,723

延長保育の
設置箇所数
131箇所
（18年度）
参考
15年度117箇
所

一時保育の
設置箇所数
36箇所
（18年度）
参考
15年度22箇
所

※18年度の
数値目標
は，いずれ
も現行プラ
ンによる

保健福祉局

38
保育所入所待機
児童の解消

　保育所入所待機児童解消のため，保育
所の新設や定員増，定員の弾力的な運用
（定員外入所）等，地域の保育需要に応
じた受入れ態勢の整備を行う。

－ 取組の推進 →
（待機児童
の解消）

→ → → 1,710
待機児童解
消
（17年度）

保健福祉局

39
学童保育待機児
童の解消

　学童保育待機児童解消のため，子ども
の生活圏との関わりや児童数の動向等を
踏まえ，学童クラブ機能を有する一元化
した児童館の整備等を進める。

－

取組の推進
（京都市児
童館活動指
針の改定）

→
（待機児童
の解消）

→ → →

1,375
待機児童解
消
（17年度）

保健福祉局

数値目標等 担当局事業概要
年次計画

№ 政策項目名 経費
（百万円）
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事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

40

子どもの虐待根
絶に向けた取組
と権利擁護の推
進（№4再掲）

　児童相談所や保健所と警察，医師会，
弁護士会等との密接な連携により，児童
虐待防止のためのネットワークを強化
し，児童虐待の未然防止，早期発見，早
期対応，被虐待児の保護対策を強化す
る。併せて，家庭への支援を行う。
　「児童の権利に関する条約」及び「児
童福祉法」の理念に基づき，子ども自身
の意思を尊重した権利擁護システムを構
築する。
　17年度からは，「新京（みやこ）・子
どもいきいきプラン」に基づき取組を推
進する。

－ 取組の推進
（保護者支
援，啓発の
充実）

→ → → →
330

虐待相談へ
の速やかな
（48時間以
内）対応
100％の実現
（毎年度）

保健福祉局

41
私立幼稚園の保
護者等の負担軽
減

　私立幼稚園の保育料軽減措置である就
園奨励費補助に加えて，本市独自の補助
金を上乗せする教材費補助を充実し，私
立幼稚園に対する施設等の整備や教職員
研修，子育て支援事業など幼児教育の充
実を図る事業費補助を充実する。

－ 取組の推進 → → → → 7,370 － 教育委員会

42
自閉症・発達障
害支援センター
の設置

　自閉症児(者)等に対する支援を総合的
に行う拠点として，自閉症・発達障害支
援センターを設置し，取組を推進する。

－ 検討 設置 取組の推進 → → 147
センター設
置
（17年度）

保健福祉局

№ 政策項目名 事業概要
年次計画

経費
（百万円）

数値目標等 担当局
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事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

43

子育て支援機能
の充実及び幼・
保・小連携の推
進

　子育て支援の中核施設「こどもみらい
館」等において，子育てに関する交流，
相談，研究，情報発信，研修の各機能を
充実する。
　私・市・国立の垣根を越えた「共同機
構」としての幼・保・小連携の推進な
ど，子育て支援を総合的に推進する。

－ 取組の推進 → → → → 5 － 教育委員会

44
地域での子育て
支援ネットワー
クの充実

　子育てに関する関係機関の活性化と連
携の強化を図るため，概ね小学校区を単
位とした地域子育て支援ステーションを
中心とした「地域レベル」，区・支所に
おける子ども支援センターを中心とした
「行政区レベル」，児童福祉センター等
の拠点施設を中心とした「全市レベル」
での重層的なネットワークを充実させ
る。
　17年度からは，「新京（みやこ）・子
どもいきいきプラン」に基づき取組を推
進する。

－

取組の推進
（地域子育
て支援ス
テーション
の指定箇所
数の10箇所
増）

→ → → →

625

地域子育て
支援ステー
ション指定
箇所数
180箇所
（18年度，
ただし現行
プランによ
る）

参考
15年度150箇
所

保健福祉局

45
ひとり親家庭の
自立促進

　ひとり親家庭を巡る諸状況の変化に対
応し，自立を促進するため，子育て生活
支援・就労支援，養育費の確保に向けた
支援など，総合的なひとり親家庭対策を
推進する。
・ひとり親家庭日常生活支援事業の推進
・母子家庭等自立支援給付金事業の推進
　17年度からは，「新京（みやこ）・子
どもいきいきプラン」に基づき取組を推
進する。

－

取組の推進
（母子家庭
等就業・自
立支援セン
ター事業の
充実，民間
母子生活支
援施設の整
備）

→ → → →

744 － 保健福祉局

事業概要
年次計画

経費
（百万円）

数値目標等№ 政策項目名 担当局
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　３　心身ともに健やかにくらす

事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

46
食の安全・安心
対策の推進

　ＢＳＥ，鳥インフルエンザ，遺伝子組
換食品など，食の安全に関わる事件を踏
まえ，市民に食の安全と安心した食生活
を提供し，健康の保護と増進を図るた
め，「京都市・食の安全推進協議会」と
の連携を図り，市民啓発の実施や危険情
報の共有化を図る。
　また，保健所を拠点とした食品関係営
業施設の監視指導，収去検査を充実す
る。
・シンポジウム（16年度）等市民啓発の
実施
・年度毎の監視指導計画の制定・実施
・検査機器の整備（17年度から）

－ 取組の推進 → 　→ 　→ 　→ 789

食品の年間
総検査項目
3万件
（20年度）

参考
15年度
約2万7千件

保健福祉局

47
京都市立病院の
機能を高める再
整備

　将来にわたり質の高い医療を市民に提
供していくため，救急救命機能や小児医
療，高度医療機能，感染症医療，災害拠
点機能などの政策的医療機能，地域医療
機能などを高める「京都市立病院」の再
整備を行う。

－
整備計画策
定

基本設計 実施設計 着工 建設
6,313

整備計画策
定
（16年度）

着工
（19年度）

保健福祉局

48
京都市立看護短
期大学のあり方
のとりまとめ

　医療技術の高度化・専門化の進展な
ど，近年の医療を取り巻く複雑多様化し
た状況に対応できるよう京都市立看護短
期大学のあり方をとりまとめる。

－
検討 あり方のと

りまとめ
－ － －

0 － 保健福祉局

49
マンモグラフィ
による乳がん検
診の実施

　乳がんの発見率の更なる向上を確保す
るため，乳房Ⅹ線撮影（マンモグラ
フィ）による乳がん検診を全行政区にお
いて実施する。

－

取組の推進
（全行政区
において実
施）

取組の推進 → → →

154
全行政区で
の実施
（16年度）

保健福祉局

№ 政策項目名 事業概要
年次計画

経費
（百万円）

数値目標等 担当局
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事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

①全天候型多
目的運動施設
の基本構想の
策定

基本構想の
検討

基本構想の
策定

－ － －
8
基本構想策
定
（17年度）

文化市民局

②サッカース
タジアム整備
構想の策定

構想の策定 － － － － －
整備構想策
定
（16年度）

文化市民局

③地域体育館
の計画的整備

右京地域体
育館設計

右京地域体
育館建設

→ 右京地域体
育館竣工

二条地域体
育館埋蔵文
化財調査

608
右京地域体
育館竣工
（19年度）

文化市民局

④伏見桃山城
運動公園（仮
称）の整備

設計，敷地
造成等

整備工事 → 開設 －
552
開設
（19年度）

文化市民局
建設局

⑤中学校グラ
ウンドの夜間
照明設備の整
備

調査・検討 → → 設置 － 143
設置
（19年度）

文化市民局

50

スポーツ・レク
リエーション施
設の整備

　市民スポーツの振興に資するために，
以下の取組を行う。

①天候に左右されることなく，市民がス
ポーツやレクリエーションなど多目的に
利用できる市民スポーツ振興の中核施設
の基本構想を策定する。

②市民が広く使用できるサッカースタジ
アムの整備に向け，京都府・京都市・商
工会議所の3者で協議し，構想を策定す
る。

③人口10万人程度，徒歩30分の生活圏に
1箇所設置を目標とする全市的な配置計
画に基づき，地域体育館の整備を推進す
る。

④「伏見桃山城キャッスルランド」の跡
地を，市民が気軽に利用でき，また憩い
の場ともなる野球場，多目的グラウンド
を持つ運動公園として整備する。

⑤各区1校の中学校グラウンドに幅広い
競技に対応できる夜間照明設備を設置す
る。

№ 政策項目名 事業概要
年次計画

経費
（百万円）

数値目標等 担当局
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事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

51
京都市民健康づ
くりプランの推
進

　生涯を通じた健康の保持増進の実現に
向け，生活習慣の見直しと改善を行い，
生活習慣病を予防するための具体的な目
標を掲げた「京都市民健康づくりプラ
ン」に基づき，関係機関・団体等ととも
に市民健康づくり運動を展開する。18年
度にはプランの見直しを行う。
　また，各区ごとの特性を生かした健康
づくり運動ができるよう，その中核とな
る保健所の機能強化を図る。

－ 取組の推進 → →
（プランの
見直し）

→ →

27 － 保健福祉局

52

命の大切さと生
きる勇気，力の
回復に向けた支
援の充実(自殺
予防対策)

　近年増加している自殺者に対する効果
的な自殺予防対策を検討する「京都市自
殺防止対策連携推進会議（仮称）」を設
置し，支援の充実策を検討・実施する。

－ 京都市自殺
防止対策連
携推進会議
（仮称）の
設置

取組の推進 → → →

5 － 保健福祉局

53
難病患者等支援
対策の推進

　難病患者が地域において安心して生活
できるように医療相談や介護サービスを
実施するとともに，保健所を拠点として
訪問体制を整備し，きめ細かな在宅療養
支援を総合的に行う。
　骨髄液や腎臓など移植を待ち望んでい
る患者のため，骨髄バンクや臓器提供の
意思表示の普及啓発を推進する。

－ 取組の推進 → → → → 81 － 保健福祉局

経費
（百万円）

数値目標等 担当局№ 政策項目名 事業概要
年次計画
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事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

54
動物愛護対策等
の推進

　家庭動物の飼育，健康相談，生活環境
の保全等の動物愛護対策を推進するた
め，「京都市動物愛護推進協議会(仮
称)」を設置し，動物愛護推進員を委嘱
する。
　ペットの動物由来感染症の発生状況を
把握し，適正な動物医療を推進するとと
もに，ひとと動物が安心・安全に共生で
きるための取組を推進する。

－

取組の推進
（京都市動
物愛護推進
協議会（仮
称）の設
置）

→
（動物愛護
推進員の委
嘱）

→ → →

149 － 保健福祉局

第３節　だれもが安心してくらせるまち

　１　環境への負担の少ない持続可能なまちをつくる

事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

55
地球温暖化対策
条例（仮称）の
制定

　地球温暖化防止に向けて，実効性のあ
る施策を推進するため，地球温暖化対策
条例（仮称）を制定する。
　条例に定められた事項の円滑な運用を
図るための周知，進捗状況の公表を行
う。

－ 条例制定 施行 → → →
（点検）

20
条例制定
（16年度）

環境局

56
地域型グリーン
購入ネットワー
クづくり

　京都府と連携して，市民や事業者に対
する研修会・セミナーや情報提供・相
談，環境ラベルによる具体的な商品の提
示，ＩＳＯ14001等の認証企業製品の優
先的購入等の活動を行うネットワーク組
織を設立する。

－
ネットワー
ク設立

取組の推進 → → →
14

ネットワー
ク加入者団
体・個人数
500件
（府下，20
年度）

環境局

№ 政策項目名 事業概要
年次計画

経費
（百万円）

数値目標等 担当局

№ 政策項目名 事業概要
年次計画

経費
（百万円）

数値目標等 担当局
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事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

57
環境共生企業・
ＫＥＳ認証取得
企業の拡大

　京都独自のＫＥＳ（環境マネジメント
システム・スタンダード）の認証取得企
業の拡大や，旅館・ホテル版ＫＥＳ等の
創設と普及促進を行い，市内の企業・団
体の自主的な温暖化防止の取組を促進する。

－

取組の推進
（旅館・ホ
テル版ＫＥ
Ｓ認証制度
創設）

→ → → →

10

認証取得
850件
（22年度）

参考
15年度142件

環境局

58

全区役所・支所
における
ISO14001の認証
取得

　すべての区役所・支所においてＩＳＯ
14001の認証を取得する。

－
取得に向け
た取組

全区役所・
支所で認証
取得

取組の推進 → →

13

全区役所・
支所で認証
取得
（17年度）

参考
15年度1区

環境局

59
エコドライブ推
進者制度の創設

　配送効率化の推進，環境負荷の少ない
自動車の導入などを図るため，都心部で
グリーン配送に取り組む「京都市都心部
グリーン配送推進協議会」において，エ
コドライブ推進者認定制度を創設し，そ
の推進に取り組む。

－

エコドライ
ブ推進者認
定制度の創
設

取組の推進 → → →

25

エコドライ
ブ推進者認
定制度の創
設
（16年度）

環境局

№ 政策項目名 事業概要
年次計画

経費
（百万円）

数値目標等 担当局

23



事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

60

市バス・公用車
の低公害車・低
燃費車の導入の
促進

　
　市公用車への低公害車の導入，市バス
への天然ガス車等低公害車の導入及び
ディーゼル排気微粒子除去装置（ＤＰ
Ｆ）の装着等の推進を図る。

－

取組の推進
（毎年度天
然ガス車3
台導入，
DPF8台装
着）

→ → → →
（公用車へ
の低公害車
の導入）

783

市バスの低
公害車・低
燃費車600両
以上整備
（19年度）

参考
15年度245両

市バスの
DPF50両以上
整備装着
（19年度）

参考
15年度21両

環境局
交通局

№ 政策項目名 事業概要
年次計画

経費
（百万円）

数値目標等 担当局
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事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

①プラスチッ
ク製容器包装
廃棄物の分別
収集全市拡大

取組の推進
（その他プ
ラスチック
の分別収集
地区を全世
帯の１割に
拡大）

→
（中間処理
施設建設）

→
（中間処理
施設建設・
中継施設整
備）

→
（全市実
施）
（中継施設
整備）

→

6,000
全市実施
（19年度）

環境局

②廃食用油を
利用したバイ
オディーゼル
燃料化事業の
推進

取組の推進
（回収拠点
100箇所増
設）

→
（回収拠点
100箇所増
設）

→
（回収拠点
100箇所増
設）

→
（回収拠点
100箇所増
設）

→
（回収拠点
100箇所増
設）

123

回収拠点
1,500箇所
（22年度）

参考
15年度825箇
所

環境局

③生きびん
（リターナブ
ルびん）等の
拠点回収

回収開始
（20拠点）

取組の推進
（20拠点増
設）

→
（20拠点増
設）

→
（20拠点増
設）

→
（20拠点増
設）

180

回収開始
（16年度）

拠点200箇所
（25年度）

環境局

④コミュニ
ティ回収制度
の創設

制度創設
（50団体）

取組の推進
（50団体増
設）

→
(200団体増
設）

→
(200団体増
設）

→
(200団体増
設）

127

制度創設
（16年度）

2,000団体
（25年度）

環境局

経費
（百万円）

数値目標等 担当局№ 政策項目名 事業概要
年次計画

　ごみ発生抑制と再使用，リサイクルを
推進するため，「京都市循環型社会推進
基本計画（京のごみ戦略21）」に基づ
き，以下の取組を行うことにより，22年
度までにごみ総排出量を5.5％削減，ご
み処理処分量を22％削減する（それぞれ
13年度比）。

①ペットボトル以外のプラスチック製容
器包装廃棄物の分別収集地区拡大

②廃食用油を利用したバイオディーゼル
燃料化事業の推進

③生きびん回収拠点の設置

④コミュニティ回収制度の創設

ごみ減量・リサ
イクルと分別の
推進
61
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事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

⑤総合環境情
報誌「グリー
ンページ（仮
称）」の作成

試作版作成 作成，全戸
配布

取組の推進 → →
60 － 環境局

⑥指定袋制導
入に向けた基
礎調査

調査・検討 調査結果取
りまとめ

－ － －
6 － 環境局

⑦缶・びん・
ペットボトル
の中間処理施
設の整備

建設 → 建設・完成 － －

※北部ク
リーンセ
ンターの
建設整備
に含む

－ 環境局

⑧有害物・危
険物の適正処
理のあり方の
検討

調査・検討 → － － － 6 － 環境局

61
ごみ減量・リサ
イクルと分別の
推進

⑤総合環境情報誌「グリーンページ（仮
称）」の作成

⑥「指定袋制」導入に向けた調査

⑦北部クリーンセンター建替え整備に伴
う「缶・びん・ペットボトルの中間処理
施設」の併設

⑧有害物・危険物に関する適正処理に向
けたあり方の検討

№ 政策項目名 事業概要
年次計画

経費
（百万円）

数値目標等 担当局
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事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

62
クリーンセン
ターの再整備

　ごみの減量化により，クリーンセン
ターを5工場体制から4工場体制に再編成
（西部クリーンセンター16年度廃止）す
るとともに，安心・安全な適正処理を推
進するために老朽化した工場の建替えに
取り組む。

－

4工場体制
への再編

北部クリー
ンセンター
の建設

次期クリー
ンセンター
の整備に向
けた調査

取組の推進 →
（北部ク
リーンセン
ター完成）

→ → 28,146

クリーンセ
ンター5工場
体制を4工場
体制に
（16年度）

環境局

63
ごみ焼却灰溶融
施設の整備

　焼却灰を溶融化し,その体積を約2分の
1に減容化・安定化するとともに覆土材
等として再資源化する焼却灰溶融施設を
東部山間埋立処分地に整備することによ
り，同処分地の長期的な利用とより良い
環境の保全をめざす。

－ 建設 → → → 建設・完成 22,593 － 環境局

64
産業廃棄物適正
処理の推進

　新たに策定した「新京都市産業廃棄物
処理指導計画」に基づき，不適正処理防
止条例に関連する取組や産業廃棄物の発
生抑制，再使用，再生利用を進める。
・新制度の検討・実施
・進捗状況把握のための調査
・監視・指導等の推進

－

取組の推進
（不適正処
理防止条例
施行）

→
（新制度の
実施）

→
（進捗状況
把握のため
の調査）

→ →

210

発生抑制5％
削減
（対13年，
22年度）

埋立処分量
50％削減
（対13年，
22年度）

環境局

経費
（百万円）

数値目標等 担当局№ 政策項目名 事業概要
年次計画
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事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

65
省エネルギー型
家電製品等の普
及促進

　省エネルギー型家電製品等の普及のた
め，日常使う商品の環境に関する情報表
示や，具体的な製品や機種名を示す環境
性能ラベルの表示制度を導入し，省エネ
ルギー化を促進する。

－

省エネラベ
ル表示制度
の創設，実
施

取組の推進
（条例によ
る表示ラベ
ル義務化）

→
（ラベル表
示品目の追
加）

→
（評価，点
検，公表）

→
（制度の見
直し）

10

市内電気店
舗(約400店)
すべてで実
施
（20年度）

環境局

66
透水性舗装の推
進

　16年3月に策定された「京都市水共生
プラン」に基づき，環境負荷を低減し，
路面の水はけを良くし，地中に雨水を浸
透させる「透水性舗装」の整備方針を策
定する。
　舗装構造を変更することによって，都
市部熱環境や水環境の改善等につなげ
る。

－

整備方針の
策定

事業の実施

取組の推進 → → → 4,950
約10kmの整
備
（19年度）

建設局

①下水中の窒
素，リン，色
等を除去する
高度処理の推
進

伏見水環境
保全セン
ターオゾン
処理設備設
置

鳥羽水環境
保全セン
ターＨ系曝
気設備設置

→
(完了）

石田水環境
保全セン
ターＡ系施
設高度処理
化

→ → →

4,900

高度処理対
応率19.3％
（20年度）

参考
15年度
14.2％

上下水道局

②合流式下水
道の改善

取組の推進
（鳥羽処理
区）

→ →
（伏見処理
区も着工）

→ →
20,900

合流式下水
道改善率
31.3％
（20年度）

参考
15年度
11.9％

上下水道局

67

良好な水環境の
実現を目的とし
た下水道施設の
改善

①市内河川の水環境保全と阪神圏1,100
万人の水道水源としての良質な水の確保
等のため，水環境保全センターの改築・
更新に併せて下水中の窒素，リン，色素
を除去するため，水処理施設の高度処理
化を図る。
　
②雨天時における公共用水域への下水道
からの越流水による水質汚濁を抑えるた
め，鳥羽処理区（東山地域，堀川流
域），伏見処理区の合流式下水道の改善
事業を進める。

№ 政策項目名 事業概要
年次計画

経費
（百万円）

数値目標等 担当局
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事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

68
周辺地域総合下
水処理対策の推
進

　市内周辺地域における住民の健康で快
適な生活の確保をはじめ，下流域さらに
は観光地における水環境の保全等を図る
ため，16年3月に策定した「周辺地域総
合下水処理対策（案）」に基づき，大
原，静原，鞍馬，高雄地域における下水
道等の整備の事業化に向けた取組及び，
その他地域における合併浄化槽の普及に
向けた取組を推進する。

－

事業実施に
向けた調
査・検討

事業実施に
向けた関係
機関との協
議，認可手
続，都市計
画決定，設
計など取組
の順次推進

→ → →

－ －

総合企画局
環境局
文化市民局
産業観光局
上下水道局

69
公共建築物の長
寿命化に向けた
取組の推進

　公共建築物における保全計画の検討・
策定や設計段階での長寿命化技術の導
入，施設管理マニュアルの作成による公
共建築物の有効活用に取り組み，ライフ
サイクルコスト（工事，維持管理，除却
等に要する建物の生涯費用）の縮減を図
る。

－
取組の推進 → → → →

9 － 都市計画局

　２　災害に強く日々のくらしの場を安全にする

事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

①市民防災行
動計画の策定

各自主防災
部に市民防
災行動計画
の策定

市民防災行
動計画推進
大会の開催

取組の推進 → → → 64

すべての自
主防災部で
防災行動計
画策定
（約6,000
件，22年
度）

消防局

②市民防災会
議の創設

－ 市民防災会
議の創設

取組の推進 → →
5 － 消防局

№ 政策項目名 事業概要
年次計画

70
市民防災行動計
画の策定と市民
防災会議の創設

①きめ細やかな災害に強いまちづくりを
進めるため，市民と行政のパートナー
シップに基づき，住民自らによる地域の
実情に応じた市民防災行動計画づくりを
推進する。

②市民自らが防災の取組について意見交
換や交流を行う市民防災会議（仮称）を
創設し，家庭や地域における防災力の充
実を図る。

経費
（百万円）

数値目標等 担当局

№ 政策項目名 事業概要
年次計画

経費
（百万円）

数値目標等 担当局
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事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

71
危機管理体制の
充実強化

　あらゆる危機事象に対して，全庁的に
迅速・適切に対処するため，危機管理基
本計画を策定する。

－

危機管理室
の設置

危機管理基
本計画の策
定

取組の推進 → → → 100 － 消防局

①伏見消防署
の整備

建設 → 開所 － －
3,217
開所
（18年度）

消防局

②下京消防署
の整備

－ 実施設計 建設 → 開所
1,600
開所
（20年度）

消防局

③消防防災通
信ネットワー
クの構築

－ 基本設計 実施設計 整備 → 2,070
システム整
備
（21年度）

消防局

④消防活動総
合センターの
整備

建設 → → → 開所 11,007
開所
（20年度）

消防局

⑤消防団活動
体制の充実

無線機の整
備

→ → → → 275

全分団（198
分団）に無
線機整備
（23年度）

参考
15年度6分団

消防局

№ 政策項目名 事業概要
年次計画

経費
（百万円）

数値目標等 担当局

72
消防活動体制の
充実

　火災をはじめとする災害による被害を
最小限にとどめるため，以下の取組を行
う。

①②消防防災拠点の強化を図るため，伏
見消防署及び下京消防署を整備する。

③多様な防災情報を迅速・効率的に伝達
できるとともに，通信のデジタル化に対
応するため，消防防災無線の通信ネット
ワークを構築する。

④平常時には消防活動支援車両の一元管
理や消防隊等の訓練・研修の拠点となる
とともに，地震をはじめとする大規模災
害発生時には，全国からの緊急消防援助
隊の活動拠点となる機能を備えた消防活
動総合センターを整備する。

⑤消防団の活動体制の充実を図るため，
すべての消防団に無線機を整備する。
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事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

73
耐震型防火水槽
をはじめとする
防災水利の整備

　環境防災水利構想や震災消防水利整備
計画などに基づき，耐震型防火水槽の整
備をはじめ，井戸や河川など多様な水源
を活用した水利整備を推進し，災害時に
おける水利の確保を図る。

－ 耐震型防火
水槽等の整
備

→ → → →

900

75基整備
（20年度）

参考
15年度5基

消防局

①救急救命士
の養成やメ
ディカルコン
トロール体制
の充実

取組の推進 → → → → 335

救急救命士
75名養成
（20年度）

参考
15年度15名

消防局

②救急救助ヘ
リコプターの
整備

ヘリコプ
ターの整備

－ － － －

350
ヘリコプ
ターの整備
（16年度）

消防局

74
救急活動体制の
充実

　多様な救急需要に対応した効果的な救
急活動を展開するため，以下の体制の充
実を行う。

①救急に対する需要の増加と救命処置の
高度化に対応するため，計画的に救急救
命士を養成するとともに，救急隊の応急
処置を充実するメディカルコントロール
体制を強化する。

②迅速な救急活動体制を確保するため
に，最新の救急装備，空中消火用装備な
どを備えたヘリコプターを整備し，2機
体制による機動的な救急活動を実施す
る。

№ 政策項目名 事業概要
年次計画

経費
（百万円）

数値目標等 担当局
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事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

①自動火災通
報体制の整備

整備 → → → →
30

50箇所整備
（22年度）

参考
15年度5箇所

消防局

②文化財市民
レスキュー体
制の確立

取組の推進
（文化財市
民レス
キュｰ200体
制結成大会
開催）

→ → → →

28 － 消防局

③地域の文化
財を守る水利
整備モデル事
業の実施

清水産寧坂
地区調査

取組の推進 → → →
40 － 消防局

75
文化財の防災対
策の推進

　歴史都市・京都の創生をめざして，貴
重な文化財を火災などの災害から守り，
後世に継承していくため，以下の防災対
策を行う。

①火災による被害の軽減を図るため，火
災発生時の迅速な通報体制を整備する。

②文化財関係者と地域との連携に基づく
文化財市民レスキュー体制の確立を図
る。

③大規模な地震災害から文化遺産と地域
を一体として守るため，水利整備モデル
事業を実施する。

№ 政策項目名 経費
（百万円）

数値目標等 担当局事業概要
年次計画
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事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

①公共建築物
の耐震改修の
促進

取組の推進 → → → → 115

163施設の耐
震診断の実
施
（20年度）

参考
15年度6施設

消防局
(都市計画
局)

②木造住宅耐
震診断士派遣
事業の推進

取組の推進 → → → → 20 － 都市計画局

③建築物の耐
震安全対策の
推進

取組の推進
（事業創
設）

→ → － －

18 － 都市計画局

№ 政策項目名 事業概要
年次計画

担当局数値目標等

76

地震に強い建築
物・すまいづく
り

　市民が安心にくらせるよう，地震に強
い建築物・すまいづくりのため，以下の
取組を行う。

①新耐震基準実施（昭和56年）以前に建
築された市有建築物で防災拠点，避難拠
点となる施設等において，耐震診断，補
強設計及び補強工事等の耐震化対策を推
進する。

②新耐震基準実施（昭和56年）以前に建
築された一定規模の京町家等の木造住宅
所有者に対して，木造住宅耐震診断士を
派遣し，耐震性に関する判定を行う。

③地震による危険性の高い地域におい
て，耐震診断の結果，倒壊の危険性があ
ると診断された木造住宅を対象に，耐震
改修工事費用の一部を助成する「耐震改
修促進助成事業」を創設する。

経費
（百万円）
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事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

①河川改修工
事

有栖川改修

西羽束師川
支川改修

取組の推進 → →
（有栖川の
桂川合流部
～四条通整
備）

→
（西羽束師
川支川の本
川合流部～
府道伏見柳
谷線整備）

1,412 － 建設局

②雨水幹線と
ポンプ場の建
設

有栖川
雨水幹線・
ポンプ場建
設

久世ポンプ
場場内整備

桂・一ノ井
地区等の雨
水整備

有栖川
ポンプ場建
設

→ → → →

19,800

雨水整備率
（10年に一
度の大雨に
対応できる
地域面積の
割合）
22.4％
（20年度）

参考
15年度3.6％

上下水道局

③水共生プラ
ンによる雨水
貯留・浸透対
策の推進

取組の推進
（技術基
準，行動計
画作成）

→ → → →

－ －
建設局
上下水道局

78
水災対策支援シ
ステムの整備

　台風や大雨による水害発生時における
被害の軽減を図るため，防災ＧＩＳを活
用した被害予測により，迅速な避難勧告
等の対応が可能となる水災対策支援シス
テムを整備する。

－ － 基本設計 実施設計 システム完
成

取組の推進
300 － 消防局

77

流域全体を見据
えた治水対策の
推進

　相当の浸水被害が発生している有栖川
流域等において，河川改修を進めるとと
もに，雨水幹線，雨水調整池及び有栖川
ポンプ場を建設する。
　また，桂・一ノ井地区等の雨水整備を
進めるとともに，総合的な治水対策によ
る治水安全度の向上を目指し，流域にお
ける貯留・浸透対策を推進する。

№ 政策項目名 事業概要
年次計画

経費
（百万円）

数値目標等 担当局
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事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

79
水道施設の管路
情報管理システ
ムの構築

　水道管路の情報（布設年度，管種，管
径等）と地図情報をデータベース化し，
一元管理することによって，維持管理業
務の効率化や管路破損事故等への対応の
迅速化を図るシステムを構築する。

－

給水系（家
庭引込管）
のデータ
ベース構
築，システ
ム開発

管網解析機
能の検討

取組の推進
（管網解析
機能の開
発）

→ →
（システム
機能拡張，
管網解析機
能の充実）

→

2,200 － 上下水道局

　３　日常生活における身近な安全や安心を確保する

事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

80

「安心安全ネッ
ト戦略プラン
（仮称）」の策
定

　すべての市民が安心・安全で健やかに
くらせるよう，保健・医療・福祉はもと
より，子どもたちの安全対策，食の安
全，消費者保護，雇用不安の解消，交通
安全，防犯・防災対策や生活環境の向上
など，さまざまな分野のこれまでの取組
を市民の目線に立って横断的に総点検
し，「地域の安心安全ネットワーク形成
事業」等と一体的に取り組みながら，総
合的な「安心安全ネット」を構築する戦
略プランを策定し推進する。

－ 計画の策定 取組の推進 → → → 3
計画の策定
（16年度）

総合企画局

81
地域の安心安全
ネットワーク形
成事業の実施

　地域社会で日常生活における安心・安
全を確保するため，地域住民（各種団体
等），学校，ＰＴＡ，事業者，警察，消
防その他行政機関との連携により，地域
福祉や防災の観点を取り入れながら，犯
罪などを未然に防ぎ安心してくらせるま
ちづくりを進める。

－
取組の推進
（モデル事
業実施）

→ → →
（全行政区
でモデル事
業実施）

→
15

全行政区で
モデル事業
実施
（19年度）

文化市民局

№ 政策項目名 事業概要

経費
（百万円）

数値目標等 担当局№ 政策項目名 事業概要
年次計画

年次計画
経費
（百万円）

数値目標等 担当局
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事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

82
子どもたちの地
域安全支援ネッ
トワークづくり

　子どもたちが安全に育まれる環境づく
りをめざす「京都市子ども安全会議」を
設置し，安全マップの充実や「子ども
110番のいえ」の活用，市民パトロール
の推進など，地域ぐるみで子どもを守る
取組を進める。

－ 子ども安全
会議の設置

取組の推進 → → →
300 － 教育委員会

83
交通安全対策の
推進

　交通安全思想の普及徹底を図り，正し
い交通ルールと交通マナーの実践を習慣
付けるため，各区交通対策協議会を中心
に交通安全運動を推進する。
　京都市違法駐車等防止条例に基づき，
駐車マナー向上を図るため違法駐車等防
止重点区域（都心部，京都駅周辺），観
光地及び住宅地において指導啓発活動を
行う。

－ 取組の推進 → → → → 315 － 文化市民局

①京都市消費
者保護条例の
抜本的改正

条例の改正 改正条例の
周知，関連
規則の改正
及び周知

－ － －
3 － 文化市民局

②消費者啓
発，消費者相
談，消費者教
育の充実

取組の推進 → → → → 102 － 文化市民局

年次計画

市民が安心して
消費生活をおく
るための体制づ
くり

①高度情報化や長寿化等の社会状況の変
化に伴う消費者被害の深刻化，複雑化に
的確に対応し，市民の消費生活の安心・
安全及び安定向上を更に図るため，京都
市消費者保護条例の抜本的な改正を行
う。

②消費者被害の未然・拡大防止を図るた
め，さまざまな場における幅広い年齢層
に応じた消費者啓発，消費者教育，消費
者相談を充実する。

経費
（百万円）

№ 政策項目名 事業概要

84

数値目標等 担当局
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事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

85
生活安全に関す
る情報提供や啓
発活動の推進

　日常生活における身近な犯罪や事故に
関する情報提供や啓発活動を推進し，安
心・安全なまちづくりを進めるため，以
下の取組を行う。
・生活安全活動を強化推進する「生活安
全運動期間」（10月11日～20日）の設定
・市民の生活安全意識の高揚を図ること
を目的とした「安心安全まちづくり京都
大会」の開催
・地域における生活安全活動リーダーを
育成する「生活安全推進のための講習
会」の開催

－ 取組の推進 → → → → 20 － 文化市民局

86

京（みやこ）・
地域福祉推進プ
ランの推進
（№28再掲）

　地域の安心・安全を福祉の観点から実
現するため，16年3月に策定した「京(み
やこ）・地域福祉推進プラン」に基づ
き，住民，公共的団体，行政による横断
的な福祉協働システムである「区地域福
祉推進委員会」を16年度中に全区に設置
し，福祉総合マップの作成やシンポジウ
ムの開催，パイロット事業の実施をはじ
めとする10の行動指針，10の重点項目を
推進する。

－

マップ作成

シンポジウ
ム開催（全
区）

市地域福祉
推進委員会
によるパイ
ロット事業
の選定・助
成

取組の推進 →
（全区で
マップ作成
終了）

→ → 72 － 保健福祉局

　４　歩いて楽しいまちをつくる

事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

87

自然・歴史的な
景観保全の推進
（№100・141再
掲）

　古都における歴史的風土の保存に関す
る特別措置法や風致地区条例などに基づ
き，自然・歴史的な景観を保存する。

－

取組の推進
(規制・指
導，土地の
買入れ等)

→ → → →

3,654 － 都市計画局

年次計画

事業概要

№ 政策項目名 事業概要

№ 政策項目名
年次計画

経費
（百万円）

数値目標等 担当局

経費
（百万円）

数値目標等 担当局
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事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

①景観法に規
定する制度の
検討・活用

景観計画検
討

景観重要建
造物指定の
調査

景観計画策
定

景観重要建
造物の指定
開始

景観整備機
構に関する
調査

取組の推進 → →

66 － 都市計画局

②職住共存地
区における美
観地区の指定
の拡大

地区の指定 － － － － 0 － 都市計画局

③本願寺・東
寺界わい景観
整備地区（仮
称）の指定

調査・検討 計画策定
（地区指
定）

－ － －
2 － 都市計画局

④重要伝統的
建造物群保存
地区の指定の
拡大

調査・検討
（保存地区
の決定）

保存計画策
定

－ － －
16 － 都市計画局

年次計画
経費
（百万円）

数値目標等 担当局

88

町並み景観の保
全・再生・創造
の推進
（№101・142再
掲）

　町並み景観を保全・再生・創造するた
め，以下の事業に取り組む。

①景観法に規定する景観計画を策定す
る。景観重要建造物，景観整備機構の指
定等，景観法に規定する制度の活用につ
いて検討を行う。

②③④美観地区や界わい景観整備地区，
伝統的建造物群保存地区等の指定を拡大
し，きめ細かな規制・誘導を行うことに
より，市街地の景観整備や文化財的な価
値をもつ環境保存を実施する。

№ 政策項目名 事業概要
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事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

①「街なみ環
境整備事業」
の推進

取組の推進 → → → → 35 － 都市計画局

②京町家ネッ
トワークの推
進

取組の推進 → → → → 20 － 都市計画局

③京町家の保
全・再生を可
能とする方策
の検討

取組の推進 →
（改修を容
易にする耐
震構造に係
る基準策
定）

→ → →

0
耐震の基準
策定
（17年度）

都市計画局

90

京町家再生賃貸
住宅制度の創
設・運用
（№12・144再
掲）

　京町家を賃貸住宅として再生・活用す
るための改修費用の一部を助成する「京
町家再生賃貸住宅制度」を創設する。

－ 制度創設 取組の推進 → → → 100
制度創設
（16年度）

都市計画局

89
京町家の保全・
再生の促進
(№143再掲)

　京町家を生かしたまちづくりを推進
し，京町家再生プランに示す「アクショ
ンプラン21」の具体化を進める。

①地区単位で「街なみ環境整備事業」
(京町家の保全・再生に対する助成)を促
進する。

②市民活動団体や京町家居住者・所有者
などの関係者と連携して，それぞれの主
体的な取組を活性化させるネットワーク
を形成する。

③京町家を維持・継承するための建築行
為を可能とする方策を検討する。

経費
（百万円）

数値目標等 担当局№ 政策項目名 事業概要
年次計画
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事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

①御池沿道関
係者協議会へ
の取組支援

取組の推進 → → → → 5 －
都市計画局

②カフェテラ
スの営業規制
緩和

短期的イベ
ントへの規
制緩和

ガイドライ
ンの策定と
運用

運用 → →
0
営業規制緩
和
（16年度）

建設局

①交通バリア
フリー基本構
想の策定

取組の推進 → → → → 0 － 都市計画局

②基本構想に
基づく駅周辺
道路のバリア
フリー化推進

取組の推進
(桂地区・
山科地区)

→ → → →
705 － 建設局

91

にぎわいのある
御池シンボル
ロードづくりの
推進

①御池シンボルロードの新たなにぎわい
創出と更なる景観の向上のため，御池沿
道関係者協議会での最終取りまとめを行
い，課題解決に向けた具体的取組を支援
する。
　
②御池シンボルロードにおけるカフェテ
ラス営業規制緩和を行う。

92

駅等の交通バリ
アフリー化の推
進

　「京都市交通バリアフリー全体構想」
に基づき，14の重点整備地区を対象に，
地区ごとの「交通バリアフリー移動円滑
化基本構想」を順次策定（15年度，桂地
区・山科地区）し，旅客施設及び周辺道
路における歩道の拡幅や段差・勾配の改
善，歩車共存道路等のバリアフリー化を
重点的・一体的に推進する。

№ 政策項目名 事業概要
年次計画

経費
（百万円）

数値目標等 担当局
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事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

①ノンステッ
プバスの導入

69両導入 108両導入 101両導入 90両導入 73両導入
11,190

全車両の
80％導入
（20年度)

参考
15年度25％

交通局

②交通バリア
フリー法に基
づく地下鉄車
両の整備

車両間転落
防止装置を
4編成設置

車両間転落
防止装置を
2編成設置

－ － －

31 － 交通局

94

公共建築物のバ
リアフリー化の
推進
（№11再掲）

　すべてのひとが安全かつ安心して施設
を利用できるように，継続して既存施設
の現況調査及び各施設ごとの整備計画を
策定し，バリアフリー化改修を推進す
る。

－

取組の推進
(文化施
設，福祉施
設の調査，
計画策定）

→
（文化施
設，公設市
場等の調
査，計画策
定）

→
（福祉施
設，病院等
の調査，計
画策定）

→ →

0 － 都市計画局

№ 政策項目名 事業概要
年次計画

経費
（百万円）

数値目標等 担当局

93

市バス・地下鉄
のバリアフリー
化の促進

①今後導入するすべての市バス車両を段
差の少ないノンステップ仕様とする。
　
②交通バリアフリー法に基づき地下鉄に
車両間転落防止装置を設置し，利用者の
安全を確保する。
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事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

①路線・ダイ
ヤの改善

取組の推進 → → → →
0 － 交通局

②定時性の確
保

ＰＴＰＳ通
信機の導入
（約100
台）

取組の推進 → → →

－ － 交通局

96

軽量軌道公共交
通機関（ＬＲ
Ｔ）などの新し
い公共交通のあ
り方の検討
(№163再掲)

　ひとや環境にやさしく経済性にも優れ
た新しい公共交通システムである軽量軌
道公共交通機関（ＬＲＴ）などのあり方
を検討する。

－ 調査・検討 → － － － 25 － 都市計画局

市バスの利便性
向上と利用促進

①乗客ニーズ，利便性を第一に考えた市
バス路線とダイヤの改善を行い，一層の
利用促進を図る。

②バス運行の定時性と利便性を向上させ
るため，京都府警察の公共車両優先シス
テム（ＰＴＰＳ）に参加し，利用促進と
自動車交通総量の抑制を図る。

経費
（百万円）

95

№ 政策項目名 事業概要
年次計画

数値目標等 担当局
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事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

97

観光地や都心な
どにおけるパー
ク・アンド・ラ
イドなど交通需
要管理施策（Ｔ
ＤＭ施策）の推
進
（№164再掲）

　すべてのひとが安全で快適に，歩き，
移動できる「歩くまち・京都」の実現を
めざし，15年6月にＴＤＭ施策推進の指
針として策定した『「歩くまち・京都」
交通まちづくりプラン』（京都市ＴＤＭ
施策総合計画）に基づき，本市の観光地
や都心地域において，ＴＤＭ施策を積極
的に推進する。

－
取組の推進
（社会実験
実施）

→
（社会実験
実施）

→ → →
－ － 都市計画局

①自転車等駐
車場の整備

取組の推進
（桃山駅・
石田駅・中
書島駅供用
開始）

→
（東寺駅供
用開始）

→ → →

1,408 － 建設局

②放置自転車
対策の強化
（№107再
掲）

取組の推進
（土曜撤去
の試行実
施）

→
（土曜撤去
の本格実
施）

→ → →

2,365 － 建設局

98
自転車利用環境
の整備

　自転車総合計画に基づき，以下の事業
に取り組む。

①関係事業者等との協議により自転車等
駐車場の計画的な整備を進める。

②地域の実情を踏まえ，放置自転車・放
置原動機付自転車の撤去と啓発事業を実
施する。

№ 政策項目名 事業概要
年次計画

経費
（百万円）

数値目標等 担当局
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第２章　華やぎのあるまち

第１節　魅力あふれるまち

　１　美しいまちをつくる

事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

99
国家戦略として
の京都創生の実
現をめざす取組

　日本の歴史・文化の象徴である京都を国
家財産として守り生かす京都創生を実現す
るため，シンポジウムの開催や「京都創生
百人委員会」と共同で国へ働きかけるなど
国民的な運動を展開し，「歴史都市京都再
生特別法（仮称）」の制定など国の取組を
強く求める。

－

国への要望

シンポジウ
ムの開催な
ど国民的な
機運の盛り
上げ

取組の推進 → → →

50 － 総合企画局

100

自然・歴史的な
景観保全の推進
（№87・141再
掲）

　古都における歴史的風土の保存に関する
特別措置法や風致地区条例などに基づき，
自然・歴史的な景観を保存する。

－

取組の推進
(規制・指
導，土地の
買入れ等)

→ → → →

3,654 － 都市計画局

経費
（百万円）

数値目標等 担当局№ 政策項目名 事業概要
年次計画
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事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

①景観法に規
定する制度の
検討・活用

景観計画検
討

景観重要建
造物指定の
調査

景観計画策
定

景観重要建
造物の指定
開始

景観整備機
構に関する
調査

取組の推進 → →

66 － 都市計画局

②職住共存地
区における美
観地区の指定
の拡大

地区の指定 － － － － 0 － 都市計画局

③本願寺・東
寺界わい景観
整備地区（仮
称）の指定

調査・検討 計画策定
（地区指
定）

－ － －
2 － 都市計画局

④重要伝統的
建造物群保存
地区の指定の
拡大

調査・検討
（保存地区
の決定）

保存計画策
定

－ － －
16 － 都市計画局

101

町並み景観の保
全・再生・創造
の推進（№88・
142再掲）

　町並み景観を保全・再生・創造するた
め，以下の事業に取り組む。

①景観法に規定する景観計画を策定する。
景観重要建造物，景観整備機構の指定等，
景観法に規定する制度の活用について検討
を行う。

②③④美観地区や界わい景観整備地区，伝
統的建造物群保存地区等の指定を拡大し，
きめ細かな規制・誘導を行うことにより，
市街地の景観整備や文化財的な価値をもつ
環境保存を実施する。

№ 政策項目名 事業概要
年次計画 経費

（百万円）
数値目標等 担当局
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事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

102
「借景」の現状
調査の実施

　平成4～5年に実施した市内100箇所を超
える地点での借景調査に基づく景観整備制
度の大幅な見直しを踏まえ，借景の現況を
調査し，更なる景観の保全策を検討する。

－
調査内容検
討

調査・検証 取組の推進 → →
20
調査実施
（17・18年
度）

都市計画局

103
電線類地中化の
推進

　日本文化の象徴である歴史都市・京都を
「電線のない美しいまち」のモデル都市と
するため，16年3月に策定した無電柱化推
進計画(16～20年度)に基づき景観を阻害す
る電線類の地中化の面的・集中的な実施を
行う。
　京都の風情を醸し出す道路景観を整備す
るため，電線類地中化事業と連動した道路
の美装化を実施していく。

－

祇園・岡崎
地区（神宮
道・仁王門
通他）

御所周辺地
域（国道
367号（烏
丸通）・市
道鹿ヶ谷嵐
山線（丸太
町通））

市道東堀川
通

取組の推進 → → → 6,175
整備延長計
画約34km
（20年度）

建設局

経費
（百万円）

数値目標等 担当局№ 政策項目名 事業概要
年次計画

46



事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

104
堀川の水辺環境
の整備

　市街地の景観に大きな位置を占める堀川
について，せせらぎを復活させ，水辺空間
の整備を実施する。
　堀川に導水した水の一部を二条城の外堀
に導水し，水質の浄化を図るとともに，西
高瀬川へ導水することにより，京都市中心
部に水と緑のネットワークを形成する。
　京都府が整備予定の西高瀬川の親水護岸
についても，円滑に協議を進めていく。

－

堀川中央幹
線建設

接続幹線建
設

雨水吐口閉
鎖

地下水路整
備
（紫明通導
水路整備）

→
（完了）

→
（完了）

→
（完了）

→
（せせらぎ
整備）

→
（堀川開渠
部整備）

→
（堀川開渠
部整備）

→
（二条城堀
の浄化）

5,098

二条城堀の
浄化
（20年度）

整備完了
（22年度）

建設局
上下水道局

①宝が池
「新・子ども
の楽園」の整
備

基本計画見
直し

実施設計
（現公園
部）

着手
（現公園
部）

整備完了
（現公園
部）

周辺整備
2,600
整備完了
（19年度）

建設局

②街区公園の
計画的な整備
とイマジカ跡
地基本調査

6公園整備
（イマジカ
跡地基本調
査）

4公園整備 4公園整備 4公園整備 4公園整備

1,110 － 建設局

③桂川防災緑
地公園の整備

国と具体的
整備計画協
議

→ → → →
－ － 建設局

④淀城跡公園
の再整備

用地買収 → → 整備計画策
定

→

1,494 － 建設局

№ 政策項目名 事業概要
年次計画 経費

（百万円）
数値目標等 担当局

105
公園整備の計画
的推進

　京都市緑の基本計画に基づき，身近な公
園や今後の地域のまちづくりにおける核と
なる施設として，地域の歴史的，文化的財
産を活用した防災機能を有する公園等を計
画的に整備するとともに，老朽化した既存
公園の再整備を計画的に推進する。
　また，緑化や環境保全の意識向上を図る
ため，多種類の植物を配した公園や環境保
全に配慮した公園の整備を推進する。

47



事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

①屋上緑化推
進制度の創設

屋上緑化試
験施工
（調査）

公共建築物
への屋上緑
化の推奨

→
屋上緑化推
進制度の創
設

－ －
0

屋上緑化推
進制度の創
設
（18年度）

建設局

②緑被率調査
の実施

調査実施 調査完了 － － －
13
調査完了
（17年度）

建設局

③市民に親し
まれる保存樹
の拡充

取組の推進
（6件指
定）

→
（6件指
定）

→ → →
1

新規指定12
件増
（17年度40
件）

参考
15年度28件

建設局

④街路におけ
る緑化の推進

取組の推進
（街路樹里
親制度の創
設検討，落
葉後の剪定
モデル路線
の順次拡
充）

→
（街路樹里
親制度の創
設，落ち葉
回収計画の
策定・実
施）

→ → →

56
街路樹里親
制度の創設
（17年度）

建設局

経費
（百万円）

数値目標等 担当局№ 政策項目名 事業概要
年次計画

106

保存樹の拡充を
はじめとした緑
化の推進

　緑化の推進のため，以下の取組を行う。

①敷地緑化が困難な状況にある中心市街地
において緑を確保するとともに，ヒートア
イランド現象の緩和に効果のある屋上緑化
を推進するための制度を創設し，緑あふれ
るまちづくりを推進する。

②空から見た緑と水との割合を調べる緑被
率調査を実施する。

③市民に親しまれている樹木等を「京都市
緑化の推進及び緑の保全に関する条例」に
基づき保存樹木として指定し，支援を促進
する。

④「美しい緑」を守り育て増すことによ
り，ヒートアイランド対策にも資する都市
緑化を促進するため，街路樹里親制度の創
設，街路樹剪定時期を紅葉後に遅らせるモ
デル路線の拡充，落ち葉の定期的回収など
を行う。
　その他，関係機関と協力協同し，伝統的
庭園技術の研究及び継承，庭園の保全等を
通じ，京都らしい都市緑化のあり方を検討
する。
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事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

①「京・華や
ぎ隊」をはじ
めとする市
民，事業者の
協働によるま
ちの美化の推
進

京・華やぎ
隊の創設

取組の推進 →
（第2次区
域検討）

→
（第2次区
域活動実
施）

→ 301 － 環境局

②放置自転車
対策の強化
（№98再掲）

取組の推進
（土曜撤去
の試行実
施）

→
（土曜撤去
の本格実
施）

→ → →

2,365 － 建設局

③違反広告物
撤去のための
市民ボラン
ティア組織の
設立

調査・検討 市民ボラン
ティア組織
設立

取組の推進 → →

17

市民ボラン
ティア組織
の設立
（17年度）

都市計画局

　２　成熟した文化が実現する

事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

108
京都市文化芸術
振興条例（仮
称）の制定

　京都の優れた芸術文化をさらに高めると
ともに，市民の芸術文化活動を活発にし，
「文化首都・京都」を一層発展させるため
に「京都市文化芸術振興条例（仮称）」を
制定する。

－ 条例制定準
備

条例制定 － － －
1
条例制定
（17年度）

文化市民局

№ 政策項目名 事業概要
年次計画 経費

（百万円）
数値目標等 担当局

№ 政策項目名 事業概要
年次計画 経費

（百万円）
数値目標等 担当局

107
まちの美化の推
進

　歴史都市，観光都市にふさわしい「世界
一美しいまち・京都」の実現をめざし，市
民や事業者との協力の下，散乱ごみをはじ
め，違反広告物，違法駐車・放置自転車対
策などに取り組み，まちの美化を推進す
る。
 また，都市の美観を損ね，生活環境の悪
化を招いている大量の違反広告物に対し
て，行政だけでなく市民ボランティアと協
働で撤去に取り組む。現在ある路上違反広
告物追放推進員制度を発展させ，広く市民
に参加しやすい制度としていく。
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事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

①文化ボラン
ティアの育
成，市民文化
活動の支援や
情報提供など
の取組の推進

取組の推進 → → → → 25 － 文化市民局

②京都文化祭
典の開催

開催 → → → → 571
京都文化祭
典の開催
（16年度）

文化市民局

110

京都国際マンガ
ミュージアム
（仮称）の開
設，支援
（№121再掲）

　「マンガとアニメのメッカ・京都」をめ
ざし，大学と協力して，図書館・博物館機
能や研究・人材育成機能を備え，観光新名
所，アニメ文化の構築・発信やアニメ関連
の新産業創出につながる「京都国際マンガ
ミュージアム(仮称)」の開設を支援する。
　また，「アジア・マンガサミット」の開
催をめざす。

－ 開設準備 → 開設 － 「アジア・
マンガサ
ミット」の
開催

－

京都国際マ
ンガミュー
ジアム(仮
称)」の開設
（18年度）

総合企画局
文化市民局
教育委員会

経費
（百万円）

数値目標等 担当局№ 政策項目名 事業概要
年次計画

109
芸術文化活動の
振興

①市民の文化力の向上を図るため，文化ボ
ランティアを育成するとともに，市民文化
活動顕彰制度の検討等の市民文化活動の支
援並びに市民が芸術文化を支え，実践し，
楽しさを享受するための取組を推進する。

②市民の芸術文化活動の一層の振興を図る
とともに，京都の芸術文化を全国に発信す
るため，京の華舞台，音楽祭，京都まつ
り，京都映画祭等，さまざまな文化イベン
トを秋に集中して開催する。
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事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

①近代和風建
築の調査

分布調査 → 詳細調査 → → 18 － 文化市民局

②文化財保存
体験教室の実
施

調査・検討 文化財保存
体験教室開
催

取組の推進 → →

48
教室開催
（17年度）

文化市民局

③文化財情報
ネットワーク
の構築

調査・検討 文化財情報
ネットワー
クの構築・
情報発信

取組の推進 → →
14 － 文化市民局

112
世界遺産登録10
周年記念事業の
実施

　古都京都の文化財の世界遺産登録10周年
を記念し，シンポジウム等の各種事業を実
施する。

－ 記念事業開
催

－ － － －
5 － 文化市民局

№ 政策項目名 事業概要
年次計画 経費

（百万円）
数値目標等 担当局

111

文化財の調査・
活用とその魅力
を発信する情報
ネットワークの
構築

①文化財指定，文化財登録の基準及び運用
方法の見直しを図る前提となる文化財候補
（近代和風建築）の悉皆調査を実施し，新
たな保護施策の手法を検討する。(分布調
査：3,000件，詳細調査：300件）

②文化財保存体験教室及び講演会等を実施
することにより京都のもつ歴史的・文化的
価値を発信する。

③文化財関連の情報ネットワークを構築す
る。
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事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

113
京都会館の再整
備構想の策定

　京都で最大規模のホールを有する京都会
館の開館50周年（22年）を契機として，大
規模ホールに求められる今日的な機能を満
たせるよう再整備の検討を行う。

－ 現況・あり
方の調査

再整備構想
検討

再整備構想
策定

－ －
14 － 文化市民局

114
京響創立50周年
記念事業等の実
施

　17年度の京都コンサートホール開館10周
年を記念して，海外の著名な交響楽団の誘
致など，開館10周年事業を年間を通して実
施する。
　日本で唯一の自治体直営オーケストラで
ある京響の創立50周年記念事業を実施す
る。

－

開催準備 京都コン
サートホー
ル開館10周
年記念事業
（プラハ交
響楽団記念
演奏会等）
実施

京響50周年
記念事業実
施

－ －

138 － 文化市民局

　３　国内外との多彩な交流を行う

事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

115
歴史都市の発展
に向けた国際交
流の推進

　世界歴史都市連盟の会長・事務局都市と
して世界歴史都市会議の開催や連盟の運営
を通じ，歴史都市の発展や世界平和の実現
に向けて国際協力を推進する。

－

取組の推進
（連盟理事
会での平和
メッセージ
の発信）

→
（第9回世
界歴史都市
会議）

→
（第10回世
界歴史都市
会議）

→ →
（第11回世
界歴史都市
会議） 100 － 総務局

経費
（百万円）

数値目標等 担当局№ 政策項目名 事業概要
年次計画

№ 政策項目名 事業概要
年次計画 経費

（百万円）
数値目標等 担当局
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事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

116
姉妹都市との多
彩な国際交流の
推進

　姉妹都市との多彩な国際交流を推進する
ため，姉妹都市との代表団の相互派遣や文
化，学術，スポーツ，青少年等の多様な分
野での交流を推進する。

－

取組の推進
（西安市と
の提携30周
年記念事
業）

→
（フィレン
ツェ市との
提携40周年
記念事業）

→
（プラハ市
との提携10
周年記念事
業）

→ →
（パリ市と
の提携50周
年記念事
業）

30 － 総務局

117

外国籍市民等が
安心して医療を
受けるための通
訳派遣
（№8再掲）

　多文化共生社会の実現に向け，外国籍市
民等が安心して医療サービスを受け，健康
にくらせるよう，医療機関に通訳を派遣す
る。

－
取組の推進
（派遣医療
機関１箇所
増）

→ →
（派遣医療
機関１箇所
増）

→ →
（派遣医療
機関１箇所
増）

25

派遣医療機
関4箇所
（20年度）

参考
15年度１箇
所

総務局

　４　生涯にわたってみずからを磨き高める

事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

118
右京中央図書館
（仮称）の整備

　新中央図書館構想のうち，早急な対応が
求められるＩＴ環境の整備と京都情報の発
信拠点づくりについて，地下鉄天神川駅
（仮称）再開発施設内に設置する右京中央
図書館（仮称）において先行実施するとと
もに，構想については引き続き検討を行
う。

－
実施設計，
図書の先行
購入

建設工事，
図書の先行
購入

→ 開館 －
669
開館
（19年度）

教育委員会

119
全地域図書館に
おける夜間開館
の実施

　ますます高まる市民の生涯学習ニーズに
応え，身近な生涯学習施設である図書館の
サービス向上を図るため，地域図書館の夜
間開館を拡充する。

－ 2図書館実
施

実施図書館
拡充

→ 全図書館実
施

－
63

全地域図書
館で夜間開
館実施
（19年度）

参考
15年度10館

教育委員会

№ 政策項目名 事業概要
年次計画 経費

（百万円）
数値目標等 担当局

経費
（百万円）

数値目標等 担当局№ 政策項目名 事業概要
年次計画

53



事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

120

「学校ふれあい
サロン」活用と
「学校コミュニ
ティプラザ」の
整備による生涯
学習の振興

　小学校に設置している「学校ふれあいサ
ロン」や概ね2中学校区を単位として設置
を進めている「学校コミュニティプラザ」
等，学校を拠点とした生涯学習活動を振興
する。

－ 取組の推進 → → → → 30

「学校コ
ミュニティ
プラザ」17
ゾーン整備
（22年度）

参考
15年度13
ゾーン

教育委員会

121

京都国際マンガ
ミュージアム
（仮称）の開
設，支援
（№110再掲）

　「マンガとアニメのメッカ・京都」をめ
ざし，大学と協力して，図書館・博物館機
能や研究・人材育成機能を備え，観光新名
所，アニメ文化の構築・発信やアニメ関連
の新産業創出につながる「京都国際マンガ
ミュージアム(仮称)」の開設を支援する。
　また，「アジア・マンガサミット」の開
催をめざす。

－ 開設準備 → 開設 － 「アジア・
マンガサ
ミット」の
開催

－

京都国際マ
ンガミュー
ジアム(仮
称)」の開設
（18年度）

総合企画局
文化市民局
教育委員会

第２節　活力あふれるまち

　１　産業連関都市として独自の産業システムをもつ

事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

①中小企業支
援センターを
拠点とした支
援事業の推進

支援事業の
検討・推進

→ → → →
330 － 産業観光局

②中小企業活
性化サポート
チームの派遣
等やコミュニ
ティビジネス
への支援

支援策の検
討

支援策の検
討・推進
（サポート
チームによ
る支援策の
実施）

→ → →
（コミュニ
ティビジネ
スへの支援
策創設）

20 － 産業観光局

経費
（百万円）

数値目標等 担当局№ 政策項目名 事業概要
年次計画

№ 政策項目名 事業概要 経費
（百万円）

数値目標等

122
中小企業の経営
強化への支援

　中小企業の経営基盤の強化を図るため，
以下の取組を行う。

①中小企業支援センターを拠点とした，経
営から金融まで一体となった支援事業

②サポートチームの派遣による個別的・継
続的な支援とコミュニティビジネスへの支
援策の検討・推進

年次計画
担当局
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事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

①桂イノベー
ションパーク
構想の推進

研究施設等
の立地促進

研究成果活
用プラザ・
京大桂ベン
チャープラ
ザの開所

取組の推進
（研究成果
の事業化）

→ → →
930

研究成果活
用プラザ等
の開所
（16年度）

研究成果50
の事業化
（20年度）

産業観光局

②多彩なベン
チャー・第二
創業の育成支
援

地域プラッ
トフォーム
事業・企業
価値創出支
援制度の推
進

取組の推進
（学生ベン
チャー創業
支援システ
ムの創設）

→ → →

1,624

目利き委員
会Ａランク
認定企業100
社
（22年度）
参考
15年度38社

オスカー認
定企業（第
二創業）100
社
（19年度）
参考
15年度39社

大学発ベン
チャー200社
（22年度）
参考
15年度43社

産業観光局

№ 政策項目名 事業概要
年次計画 経費

（百万円）
数値目標等 担当局

産学公の連携に
よる新産業創出
への支援
123

　「ものづくり都市・京都」の活性化を図
るため，「京都市スーパーテクノシティ構
想」を着実に推進し，産学公の連携による
新産業創出への支援として，以下の取組を
行う。

①世界水準を超える「知的産業創造拠点」
を形成するために，桂イノベーションパー
クにおいて，国内外の研究機関や企業を誘
致・育成する。

②地域プラットフォーム事業やインキュ
ベーション事業，ベンチャー企業目利き委
員会の運営等を推進し，創業・新事業創出
の支援策の充実と新たなしくみづくりの検
討を行うとともに，企業価値向上・創出を
めざす第二創業を支援する。
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事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

③新規成長分
野への支援と
産学公の連携
促進

バイオ産業
技術フォー
ラムの運営

ナノテクノ
ロジーの事
業化促進

取組の推進
（バイオベ
ンチャー育
成支援施設
の開所）

→ → →

447

バイオ関連
産業売上高
年間 1兆円
（22年度）

バイオ関連
特許出願件
数 年間500
件（22年
度）

産業観光局

④産業科学技
術振興計画の
策定

検討 計画策定 － － － 3
計画策定
（17年度）

産業観光局

124
産業立地促進対
策事業の推進

　市内における企業活動を総合的に支援
し，「ものづくり都市・京都」の都市活力
の発展を図るため，以下の取組を行う。
・相談窓口の運営をはじめ，ホームページ
による情報発信や市内企業等の訪問
・助成制度や融資制度の運用
・首都圏等における企業誘致活動の推進
・企業誘致戦略プラン（仮称）の策定

－

立地促進支
援

戦略プラン
の策定

戦略プラン
の推進

→ → →
640

企業訪問
2,000社
（19年度）

参考
15年度65社

産業観光局

125
雇用創出特別対
策の継続，推進

　現在実施されている緊急雇用創出特別対
策事業の継続を国に要望していくととも
に，新たな社会情勢を踏まえた京都市独自
の雇用創出事業についての検討を行う。

－

国への継続
要望

新たな雇用
創出事業の
検討

取組の推進 → → → 0 －
総合企画局
理財局
産業観光局

年次計画 経費
（百万円）

数値目標等 担当局

③「京都バイオシティ構想」に基づく重点
分野（医学と工学の融合，環境など）にお
ける研究開発の促進，研究機関「高次生体
機能医工系研究センター（仮称）」の誘致
検討，京都ナノテク事業創成クラスター事
業の推進など，新たな産業分野への支援を
行う。

④産業科学分野の具体的計画として，「京
都市産業科学技術振興計画」を策定し，産
学公連携のための体制を整備する。

産学公の連携に
よる新産業創出
への支援
123

№ 政策項目名 事業概要
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事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

126
産業技術研究所
の立地的統合

　産業技術支援の核となる公設試験場の機
能強化と産学公の連携による産業振興施策
を推進するために，産業技術研究所の立地
的統合を実現する。

－ 検討 基本構想 基本設計・
実施設計

建設工事・
開設

－
4,300
開設
（19年度）

産業観光局

127
伝統産業活性化
条例（仮称）の
制定

　学識経験者や伝統産業，文化，観光等の
専門家で構成する検討委員会を設置し，現
状の課題を整理して今後の方策等を検討
し,基本方針を取りまとめ，「伝統産業活
性化条例（仮称）」を制定する。

－
検討・基本
方針取りま
とめ

条例制定 － － －
4
条例制定
（17年度）

産業観光局

128

「おいでやす京
の商い～京都市
商業ビジョン
2004～」の推進

　商い創出事業や商い元気店舗100店の起
業支援をはじめとする個店の魅力アップを
図ることにより，京都ならではの「華やか
な都市のにぎわい」を創出する。

－

商い創出事
業の拡充

商い元気店
舗支援事業
の推進

取組の推進 → → →

449 － 産業観光局

129

「京都市（伏見
地区）中心市街
地活性化基本計
画」の推進
（№152再掲）

　活力と魅力のある中心市街地の形成に向
けて，京都市（伏見地区）中心市街地活性
化基本計画を着実に推進するとともに，
「行政サービス核」の中心となる伏見区総
合庁舎の建設予定地が変更されたことを踏
まえ，新たな事業展開も含めた計画の見直
しを行う。

－ 計画見直し
の検討

計画の見直
し

取組の推進 → →
5 － 産業観光局

数値目標等 担当局№ 政策項目名 事業概要
年次計画 経費

（百万円）

57



事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

130

中央卸売市場の
整備による安
心・安全な食づ
くりと情報発信

　食品流通機能を強化し，個性と活力のあ
る市場づくりを推進するとともに，安全性
の確保による健全な食生活を提供するた
め，次の取組を行う。
・第8次中央卸売市場整備計画の策定・推
進
・市場や生産者による食文化の情報発信

－

整備計画策
定

情報発信の
推進

整備計画の
推進

情報発信の
推進

取組の推進 → → 1,241 － 産業観光局

①京の旬野菜
推奨事業など
環境に優しい
農業の振興

販売促進
キャンペー
ンの実施

コンテナ出
荷支援

土づくりの
推進

取組の推進 → → → 45

京の旬野菜
の生産割合
30％
（22年度）

参考
14年度
26.4％

産業観光局

②観光農村育
成事業の推進

里づくりプ
ラン及び実
施計画等の
策定

計画の推進 → → →

864 － 産業観光局

③「絆の里山
整備事業」な
ど林業の活性
化

絆の里山整
備事業の実
施

計画の策定

取組の推進 → → → 638

絆の里山整
備面積29ha
（20年度）

参考
15年度
6.79ha

産業観光局

131

市民に身近で環
境にやさしい都
市型農林業の展
開

　都市型農林業の育成のため，以下の取組
を行う。

①栄養価が高い旬の地場野菜の振興によ
り，市内産野菜の生産・消費拡大及び市民
の健康増進を図る。また土づくり等による
環境に優しい農業を推進する。
　
②美しい農村景観や自然を生かし，地域特
産物の加工体験や地域の散策，自然観察等
を通じて，市民が農村の良さを実感できる
観光農村を育成する。

③京都三山において，景観保全や環境保全
を目的とする森林整備を実施するほか，森
林組合を中心に林業生産基盤等の整備計画
を策定・推進する。また，京北町との合併
を契機とした林業の振興を行う。

№ 政策項目名 事業概要
年次計画 経費

（百万円）
数値目標等 担当局
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　２　魅力ある観光を創造する

事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

①国際観光お
こしやす都市
宣言

検討 宣言 － － － 5

外国人年間
宿泊観光客
150万人
（19年）

参考
15年45万人

産業観光局

②外国人観光
誘客5大重点
市場への海外
情報拠点の設
置

検討 → 情報拠点設
置・運営

→ →
55
情報拠点設
置
（18年度）

産業観光局

③案内標識等
の外国語併記
化の推進

取組の推進 → → → → 186

現在設置の
約1,600基を
すべて4箇国
語表記化
（19年度）

産業観光局

④観光情報
ホームページ
の多言語によ
る発信

取組の推進 → → → → 11 － 産業観光局

132
外国人観光誘客
の一層の推進

　海外からの観光客誘致の強化のため，以
下の取組を行う。

①「国際観光おこしやす都市宣言」を行
う。

②国の「ビジット・ジャパン・キャンペー
ン」と連携し，5大重点市場（アメリカ，
台湾，韓国，中国，香港）への京都観光の
情報拠点設置を進める。

③観光案内図板等の4箇国語（日・英・
中・ハングル）表記化を推進する。

④観光情報ホームページの多言語による発
信を行う。

経費
（百万円）

数値目標等 担当局№ 政策項目名 事業概要
年次計画
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事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

①歩いて楽し
む界わい観光
の推進（モデ
ルゾーンの設
定）

モデルゾー
ンの設定

→ → →
(全区でモ
デルゾーン
設定)

→
33 －

文化市民局
産業観光局

②体験プログ
ラムの開発，
提供

検討 メニューの
開発，提供

→ → →
10

宿泊観光客
比率30％
（19年）

参考
15年24.6％

修学旅行生
年間100万人
台の維持

産業観光局

134
宇多野ユースホ
ステルの再整備

　施設が老朽化している宇多野ユースホス
テルを宿泊機能，国際交流機能，情報発信
拠点機能を併せ持った施設として再整備す
る。

－ 地質調査 基本設計 実施設計 建設工事・
開所

－
1,552
開所
（19年度）

産業観光局

135
京都を挙げた観
光振興の組織づ
くり

　観光・コンベンション振興関連組織や団
体を一体化し，京都を挙げた観光振興の推
進体制を設立する。

－ 検討・調整 組織の設
立・運営

組織の運営 → →
0
組織の設立
（17年度）

産業観光局

136
新しい観光資源
の創出

　「京都・花灯路」事業や「新選組」を
テーマとした観光プログラム開発等に引き
続き，京都のもつ奥深い「ほんもの」の魅
力を活用した新たな観光資源を創出・充実
する。

－

取組の推進
（岡崎十石
舟の運航）

→ → → →

230

年間入洛観
光客数5,000
万人
（22年）

参考
15年4,374万
人

産業観光局

№ 政策項目名 事業概要
年次計画 経費

（百万円）
数値目標等 担当局

133
滞在型京都観光
の促進

　地域の歴史や文化に根ざした個性的な観
光資源を含む「界わい観光モデルゾーン」
の設定や修学旅行生等を対象に京都の豊か
な歴史・文化・自然を満喫できる多彩な体
験プログラムを開発・提供するとともに，
文化・観光施設の開館時間の延長などによ
り，滞在型の京都観光を促進する。
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　３　大学の集積・交流が新たな活力を生み出す

事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

①大学連携型
コミュニ
ティーカレッ
ジ創設

検討 シティーカ
レッジ，プ
ラザカレッ
ジの充実

→ コミュニ
ティーカ
レッジ創設

取組の推進

75 － 総合企画局

②大学院等共
同サテライト
拠点の展開

サテライト
拠点の設置

取組の推進 → → →
54
サテライト
拠点の設置
（16年度）

総合企画局

138
大学と地域の連
携・交流の推進

　地域研究やまちづくりへの提言等，大学
による地域連携への積極的な取組を促進す
るとともに，大学が有する知的資源の地域
への還元を促進する。
　大学と地域がそれぞれにもつニーズと
シーズを結びつけるコーディネート機能を
強化する等の地域活性化実践事業の支援を
行う。

－
連携事業へ
の支援

取組の推進
（事業評
価）

→ → →
13 － 総合企画局

137
キャンパスプラ
ザ京都を核とし
た事業の充実

①大学の正規授業が受講でき，単位の取得
もできる社会人向けの生涯学習講座シ
ティーカレッジに，（財）大学コンソーシ
アム京都が実施するプラザカレッジを加
え，総合的な社会人教育，生涯学習講座と
しての「大学連携型コミュニティーカレッ
ジ」を創設する。

②高度な専門分野についての再教育や教養
教育を求める社会人のニーズに対し，利便
性の高いキャンパスプラザ京都において，
多様な講義を提供するため，大学院等共同
サテライト拠点を設置する。

№ 政策項目名 事業概要
年次計画 経費

（百万円）
数値目標等 担当局
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　４　若者が集い能力を発揮する

事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

139
伏見青少年活動
センターの整備

　伏見区総合庁舎の整備に併せて，伏見青
少年活動センターを移転整備する。

－ 設計 → 工事 → 竣工

※伏見区
総合庁舎
の建設整
備に含む

－ 文化市民局

140

若者の意見を市
政やまちづくり
に生かす場づく
り

　学生をはじめとする青少年の自覚や意識
を高め，市政参加を促進するため，青少年
が意見や提案を言えるしくみづくり・場づ
くりを行う。

－ 取組の推進 → →
（新たなし
くみづくり
の検討）

→ →
5 － 文化市民局

第３節　市民のくらしとまちを支える基盤づくり

　１　個性と魅力あるまちづくり

事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

141

自然・歴史的な
景観保全の推進
（№87・100再
掲）

　古都における歴史的風土の保存に関する
特別措置法や風致地区条例などに基づき，
自然・歴史的な景観を保存する。

－

取組の推進
(規制・指
導，土地の
買入れ等)

→ → → →

3,654 － 都市計画局

№ 政策項目名 事業概要
年次計画 経費

（百万円）
数値目標等 担当局

№ 政策項目名 事業概要
年次計画 経費

（百万円）
数値目標等 担当局
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事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

①景観法に規
定する制度の
検討・活用

景観計画検
討

景観重要建
造物指定の
調査

景観計画策
定

景観重要建
造物の指定
開始

景観整備機
構に関する
調査

取組の推進 → →

66 － 都市計画局

②職住共存地
区における美
観地区の指定
の拡大

地区の指定 － － － － 0 － 都市計画局

③本願寺・東
寺界わい景観
整備地区（仮
称）の指定

調査・検討 計画策定
（地区指
定）

－ － －
2 － 都市計画局

④重要伝統的
建造物群保存
地区の指定の
拡大

調査・検討
（保存地区
の決定）

保存計画策
定

－ － －
16 － 都市計画局

№ 政策項目名 事業概要
年次計画 経費

（百万円）
数値目標等 担当局

142

町並み景観の保
全・再生・創造
の推進（№88・
101再掲）

　町並み景観を保全・再生・創造するた
め，以下の事業に取り組む。

①景観法に規定する景観計画を策定する。
景観重要建造物，景観整備機構の指定等，
景観法に規定する制度の活用について検討
を行う。

②③④美観地区や界わい景観整備地区，伝
統的建造物群保存地区等の指定を拡大し，
きめ細かな規制・誘導を行うことにより，
市街地の景観整備や文化財的な価値をもつ
環境保存を実施する。
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事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

①「街なみ環
境整備事業」
の推進

取組の推進 → → → → 35 － 都市計画局

②京町家ネッ
トワークの推
進

取組の推進 → → → → 20 － 都市計画局

③京町家の保
全・再生を可
能とする方策
の検討

取組の推進 →
（改修を容
易にする耐
震構造に係
る基準策
定）

→ → →

0
耐震の基準
策定
（17年度）

都市計画局

144

京町家再生賃貸
住宅制度の創
設・運用
（№12・90再
掲）

　京町家を賃貸住宅として再生・活用する
ための改修費用の一部を助成する「京町家
再生賃貸住宅制度」を創設する。

－ 制度創設 取組の推進 → → → 100
制度創設
（16年度）

都市計画局

事業概要
年次計画 経費

（百万円）
数値目標等 担当局

143
京町家の保全・
再生の促進
(№89再掲)

№

　京町家を生かしたまちづくりを推進し，
京町家再生プランに示す「アクションプラ
ン21」の具体化を進める。

①地区単位で「街なみ環境整備事業」(京
町家の保全・再生に対する助成)を促進す
る。

②市民活動団体や京町家居住者・所有者な
どの関係者と連携して，それぞれの主体的
な取組を活性化させるネットワークを形成
する。

③京町家を維持・継承するための建築行為
を可能とする方策を検討する。

政策項目名
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事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

①職住共存地
区における地
域協働型地区
計画の策定

取組の推進 → → → → 20 － 都市計画局

②住民主体の
まちづくり活
動の支援

取組の推進 → → → → 25 － 都市計画局

①土地区画整
理事業による
道路等の公共
施設の整備

取組の推進 → → 竣工 清算 3,685
竣工
(19年度）

建設局

②市街地再開
発事業による
にぎわい空間
の創出

取組の推進 → → 竣工 清算 13,976
竣工
(19年度）

建設局

147
二条駅周辺整備
事業の推進

　「交流と創造のまち」を基本テーマに，
二条駅付設の貨物ヤード跡地を有効利用
し，市街地西部における「うるおい」と
「ゆとり」のある新しい都市拠点を形成す
るため，地下鉄東西線及び御池通開通によ
る交通結節機能の向上に併せた総合的整備
（土地区画整理事業，文化施設整備事業）
を行う。

－ 取組の推進
（文化施設
建設着工）

→
（文化施設
完成）

→ → →
1,345 － 建設局

政策項目名 事業概要
年次計画 経費

（百万円）
数値目標等 担当局

地下鉄東西線天
神川駅周辺整備
事業の推進

　地下鉄東西線天神川駅（仮称）の開業に
合わせて，土地区画整理事業と市街地再開
発事業の一体的施行により，右京区の新し
い地域拠点となるにぎわい空間や右京区の
顔となる街並み，安心してくらせる居住環
境を創出する。

№

146

145

住民主体のパー
トナーシップの
取組によるまち
づくりの推進

　地区計画の策定など，パートナーシップ
によるまちづくり活動を推進することによ
り，都心再生の取組を以下のとおり進め
る。

①先導地区として，職住共存地区におい
て，地域協働型地区計画の策定を図る。

②その他の地区において，住民からの要望
に応じて，「(財)京都市景観・まちづくり
センター」の支援制度を活用しながら，地
区計画策定に向けた支援を行う。

65



事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

148

高度集積地区の
産業支援等複合
施設整備基本計
画の策定

　21世紀の新しい都市活力を担う中心的地
区である高度集積地区の整備を促進するた
め，国内外の民間活力を具体的に誘導する
方策を検討して，施設整備の具体化を進め
る。
 国内外の起業家・技術者・研究者へ快適
な居住環境の提供を行う。

－ 整備基本計
画策定

取組の推進
（施設の整
備）

→ → → 20
計画策定
（16年度）

産業観光局
都市計画局

149

高度集積地区に
おける油小路通
の整備
（№158再掲）

　油小路通の一部区間（鴨川渡河部）であ
る京都南大橋について，その上部に建設さ
れる自動車専用道路の京都高速道路油小路
線整備と調整を図り，6車線供用をめざ
す。

－ 建設 → → →
（完成・6
車線供用開
始）

－ 83 － 建設局

150

キリンビール工
場跡地への優良
民間プロジェク
トの誘導

　阪急，ＪＲの新駅設置，都市計画道路久
世北茶屋線の整備により，飛躍的に向上す
る交通利便性を生かし，大規模工場跡地の
土地利用転換を一体的かつ総合的に誘導す
ることにより，複合的な都市機能の集積や
良好な都市環境の整備を図る。

－

地区計画
（地区整備
計画）・土
地区画整理
事業の都市
計画決定

－ － － －

0 － 都市計画局

151
京都駅南口周辺
地区のまちづく
り計画の推進

　京都の玄関口にふさわしい機能を集積す
るために，京都駅南地域の交通結節点機能
の向上や安全で快適な歩行者空間を創出
し，良好な民間開発の誘導促進を図る。

－

駅前広場の
整備検討と
良好な民間
開発の促進

→ → → →

0 － 都市計画局

担当局事業概要
年次計画 経費

（百万円）
数値目標等№ 政策項目名
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事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

152

「京都市（伏見
地区）中心市街
地活性化基本計
画」の推進
（№129再掲）

　活力と魅力のある中心市街地の形成に向
けて，京都市（伏見地区）中心市街地活性
化基本計画を着実に推進するとともに，
「行政サービス核」の中心となる伏見区総
合庁舎の建設予定地が変更されたことを踏
まえ，新たな事業展開も含めた計画の見直
しを行う。

－ 計画見直し
の検討

計画の見直
し

取組の推進 → →
5 － 産業観光局

153
地域水道整備計
画の完了に向け
た事業促進

　市内周辺地域における水道未普及地域の
早期解消を図り，安全な水を安定して供給
するために，地域水道整備事業を継続実施
する。

－

(広河原 ・
花背，久多
地区）
実施設計

（別所地
区）
認可設計

(百井地
区）
基本設計

(広河原・
花背，久多
地区）
用地買収，
整備工事

(別所地
区）
実施設計

(百井地
区）
実施設計

(広河原・
花背，久多
地区）
整備工事

(別所地
区）
用地買収，
整備工事

(百井地
区）
用地買収，
整備工事

整備工事 給水開始 3,089
給水開始
（20年度）

上下水道局

154

「水垂地区にお
ける基盤整備の
ための構想」の
推進

　水垂埋立処分跡地の具体的な活用を図る
ため，環境調査等を踏まえ，土地特性に応
じた土地利用の第1次基本計画を策定し，
段階的かつ着実な取組を推進する。

－
第1次土地
利用基本計
画の検討

第1次土地
利用基本計
画の策定

取組の推進 → →
5 － 総合企画局

155
大岩街道周辺地
域の良好な環境
の育成

　大岩街道周辺地域において，土地利用上
の課題を踏まえ，違法行為を許さない良好
な地域環境育成の方向性を示す指針を策定
する。

－

地元意見交
換

指針の検討 指針の策定

取組の推進 → → 5 － 総合企画局

№ 政策項目名 事業概要
年次計画 経費

（百万円）
数値目標等 担当局

67



　２　多様な都市活動を支える交通基盤づくり

事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

①国道9号西
立体交差事業
（千代原口地
区）の推進
（国が施工）

地下部工事 →
（完成）

－ － － 0
地下部完成
（17年度）

建設局

②国道162号
の整備（川東
工区）

第1工区工
事

→ →

第2工区概
略設計

第1工区完
成

第2工区予
備設計

第2工区測
量・調査・
設計

1,820
第2工区完成
(29年度）

建設局

③国道477号
の整備（大布
施拡幅）

工事 → → → → 880
完成
(22年度）

建設局

④京都広河原
美山線（野
中，二ノ瀬，
鞍馬バイパ
ス）の整備

ルート検討 予備設計 予備設計

用地買収

用地買収

実施設計

用地買収

工事
420
二ノ瀬バイ
パス完成
（26年度）

建設局

⑤府道大山崎
大枝線（都市
計画道路沓掛
上羽線）の整
備（第１工
区）

用地買収 用地買収

設計

用地買収

工事

用地買収

工事

用地買収

工事
5,427
完成
（22年度）

建設局

⑥宝が池通の
整備（狐坂）

工事 →
（完成）

－ － － 777
完成
（17年度）

建設局

⑦ 野大路
（三条通～御
池通）の整備

工事
（完成）
※四条通～
三条通完成
済み

－ － － － 115
完成
（16年度）

建設局

  市内幹線道路の未整備区間を整備し，安
全で円滑な通行と地域の活性化を推進す
る。
　また，沿道地域の活性化，林業の振興を
図るため，未改良区間の拡幅及びバイパス
の整備を行う。

156 道路網の整備

経費
（百万円）

数値目標等 担当局№ 政策項目名 事業概要
年次計画
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事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

⑧幡枝葵森線
（府道京都広
河原美山線～
岩倉上賀茂
線）の整備

用地買収

工事
→
（完成）

－ － － 754
完成
（17年度）

建設局

⑨久世北茶屋
線（ＪＲ東海
道本線立体交
差部）の整備

工事

躯体完成

工事 →
（完成）

－ －
4,334
完成
（18年度）

建設局

⑩向日町上鳥
羽線（国道
171号～吉祥
院下鳥羽線）
の整備

用地買収

工事
→ → →

（完成）
－ 6,082

完成
（19年度）

建設局

⑪久世梅津北
野線（桂川右
岸～四条通）
の整備

交通量調査

交通量予測

測量，地質
調査

環境調査

概略設計

環境調査

比較設計

都市計画変
更

事業認可

詳細設計

用地測量，
買収

283
着手
（19年度）

建設局

⑫西小路通
（阪急立体交
差）の整備

交通量調査

交通量予測

地質調査

概略設計

比較設計

都市計画変
更

事業認可

詳細設計

用地測量，
買収

374 － 建設局

道路網の整備156

№ 政策項目名 事業概要

  市内幹線道路の未整備区間を整備し，安
全で円滑な通行と地域の活性化を推進す
る。
　また，沿道地域の活性化，林業の振興を
図るため，未改良区間の拡幅及びバイパス
の整備を行う。

年次計画 経費
（百万円）

数値目標等 担当局
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事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

①京都高速道
路新十条通の
整備促進
（阪神道路公
団が施工）

用地買収

工事
→
（早期完成
予定）

－ － － 3,129 － 建設局

②京都高速道
路油小路線の
整備促進
（阪神道路公
団が施工）

用地買収

工事
→ →

（完成）
－ －

※新十条
通の整備
に含む

完成
（18年度）

建設局

③京都第二外
環状道路の整
備促進
（国及び日本
道路公団が施
工）

地元説明 用地買収等 → → → 0 － 建設局

経費
（百万円）

数値目標等 担当局№ 政策項目名 事業概要
年次計画

157
自動車専用道路
網の整備促進

　交通渋滞を緩和するとともに，都市活動
の活性化に資するため，広域道路網を以下
のとおり整備する。

①京都市南部地域と東部地域を結ぶ新十条
通の整備を促進する。

②今後開発が期待される「高度集積地区」
の基幹道路としての役割を担い，下部空間
の油小路通とともに市南部地域の骨格を形
成する油小路線の整備を促進する。

③本市都心部に通じる国道1号，9号など放
射状の幹線道路間を連絡し，京都市圏の環
状道路として機能する第二外環状道路の整
備を促進する。
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事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

158

高度集積地区に
おける油小路通
の整備
（№149再掲）

　油小路通の一部区間（鴨川渡河部）であ
る京都南大橋について，その上部に建設さ
れる自動車専用道路の京都高速道路油小路
線整備と調整を図り，6車線供用をめざ
す。

－ 建設 → → →
（完成・6
車線供用開
始）

－ 83 － 建設局

159
第二久世橋（仮
称）の建設

　向日町上鳥羽線の整備に伴い，久世橋下
流に橋梁を新設する。

－
建設

用地買収
→ → →

（完成）
－

※向日町
上鳥羽線
の整備に
含む

完成
（19年度）

建設局

①東西線（六
地蔵～醍醐）
の建設

建設工事
（11月26日
開通予定）

－ － － －
9,947
開通
（16年度）

交通局

②東西線（二
条～天神川）
の建設

建設工事
（土木工
事）

建設工事 → →
（開通予
定）

－
67,897
開通
（19年度）

交通局

経費
（百万円）

数値目標等 担当局№ 政策項目名 事業概要
年次計画

160 地下鉄の整備

　地下鉄東西線を延伸し，ＪＲ奈良線，京
阪宇治線や京福嵐山線と結節することによ
り地域住民の利便性向上を図るとともに，
新たな整備手法も視野に入れた地下鉄の更
なる延伸（烏丸線：竹田以南，東西線：天
神川以西）を検討する。
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事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

①JR山陰本線
（花園～嵯峨
嵐山間，京都
～二条間）の
複線高架化の
促進

設計，工事 工事 → → →
（完成）

11,314
完成
（20年度）

建設局

②京阪本線淀
駅付近の高架
化の促進

用地取得，
工事

→ 工事 →
（下り線高
架切替）

→
17,434
下り線高架
切替
（19年度）

建設局

③阪急京都線
（桂駅南側～
東向日駅北
側）の高架化
の促進

調査，概略
設計

詳細設計 工事 → →
5,356
着手
（18年度）

建設局

№ 政策項目名 事業概要
年次計画 経費

（百万円）
数値目標等 担当局

161
鉄道の複線高架
化の促進

①本市と京都府北部を結ぶＪＲ山陰本線に
ついて，輸送力を増強するための複線化と
交通渋滞の解消を図る高架化を促進する
（花園～嵯峨嵐山駅間：延長約3.4㎞，京
都～二条駅間：延長約3.3㎞）。

②京阪本線淀駅周辺整備地域の交通渋滞を
緩和し，地域の活性化を図るため，京阪本
線淀駅付近の高架化を促進する（工事延
長：約2㎞，駅前広場整備：約3,000㎡）。

③阪急京都線桂駅以南について，周辺地域
の交通渋滞の解消と地域の活性化を図るた
め，高架化を促進する（区間：桂駅南側～
東向日駅北側，延長：約2㎞）。
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事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

162

ＪＲ東海道本線
新駅（西大路～
向日町間）の整
備

　ＪＲ東海道線西大路・向日町駅間の新駅
整備に伴い，関連公共施設（自由通路，駅
前広場，アクセス道路，駐輪場等）を整備
する。

－

関連公共施
設の都市計
画決定，設
計，着工

一部開業 全面開業 － －

3,291
開業
（18年度）

都市計画局
建設局

163

軽量軌道公共交
通機関（ＬＲ
Ｔ）などの新し
い公共交通のあ
り方の検討
(№96再掲)

　ひとや環境にやさしく経済性にも優れた
新しい公共交通システムである軽量軌道公
共交通機関（ＬＲＴ）などのあり方を検討
する。

－ 調査・検討 → － － － 25 － 都市計画局

164

観光地や都心な
どにおけるパー
ク・アンド・ラ
イドなど交通需
要管理施策（Ｔ
ＤＭ施策）の推
進
（№97再掲）

　すべてのひとが安全で快適に，歩き，移
動できる「歩くまち・京都」の実現をめざ
し，15年6月にＴＤＭ施策推進の指針とし
て策定した『「歩くまち・京都」交通まち
づくりプラン』（京都市ＴＤＭ施策総合計
画）に基づき，本市の観光地や都心地域に
おいて，ＴＤＭ施策を積極的に推進する。

－
取組の推進
（社会実験
実施）

→
（社会実験
実施）

→ → →
－ － 都市計画局

№ 政策項目名 事業概要
年次計画 経費

（百万円）
数値目標等 担当局
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　３　高度情報通信社会に対応できる基盤づくり

事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

①財務会計シ
ステムの構築

開発
テスト
研修

運用開始 運用拡充 文書管理シ
ステム（電
子決裁）と
連動

－

1,381 －
総合企画局
理財局
会計室

②文書管理シ
ステムの構築

設計 開発 開発
テスト
研修

運用開始 －
342 －

総合企画局
総務局

166
全局・区ホーム
ページの充実
（№168再掲）

　運営方針，予算，事業実施状況，行政評
価結果等を分かりやすく迅速に提供するた
めに，新たに各局のホームページを開設す
るとともに各区のホームページを充実す
る。

－ 開設 取組の推進 → → → 0

全局・区
ホームペー
ジの開設
（16年度）

総合企画局

167

市政情報総合案
内コールセン
ターの設置
（№169再掲）

　市民が市役所・区役所等が閉まっている
時間でも，自分に合った方法（電話・
ファックス・電子メール等）で，市政に関
する問い合わせを一度で済ませることがで
きるコールセンターを設置する。

－ 調査研究 設置 － － － 323
設置
（17年度）

総合企画局

165
行政業務情報化
の推進

①事業計画から予算編成，執行，決算に至
る処理を「事業」を単位に管理する財務会
計システムを構築し，事務の効率化，省力
化，標準化，正確性の向上を図る。

②電子決裁を中心に，文書の収受，作成か
ら廃棄に至るまでを一貫して管理する総合
的な文書管理システムを構築し，意思決定
の迅速化，事務の効率化，文書の電子化に
よる紙の削減などを行うとともに，公文書
目録等の情報をインターネット上で公開し
て，情報公開請求における市民の利便性の
向上を図る。

№ 政策項目名 事業概要
年次計画 経費

（百万円）
数値目標等 担当局
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第３章　市民との厚い信頼関係の構築をめざして

第１節　情報を市民と共有する

事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

168
全局・区ホーム
ページの充実
（№166再掲）

　運営方針，予算，事業実施状況，行政評
価結果等を分かりやすく迅速に提供するた
めに，新たに各局のホームページを開設す
るとともに各区のホームページを充実す
る。

－ 開設 取組の推進 → → → 0

全局・区
ホームペー
ジの開設
（16年度）

総合企画局

169

市政情報総合案
内コールセン
ターの設置
（№167再掲）

　市民が市役所・区役所等が閉まっている
時間でも，自分に合った方法（電話・
ファックス・電子メール等）で，市政に関
する問い合わせを一度で済ませることがで
きるコールセンターを設置する。

－ 調査研究 設置 － － － 323
設置
（17年度）

総合企画局

170
個人情報保護条
例の改正と適正
な制度運用

　情報化の進展や個人情報保護関連法の本
格施行（17年4月）を踏まえ，本市の個人
情報保護制度が市民とのより強固な信頼関
係の構築に資するものとなるよう，個人情
報保護条例を改正し，本市が保有する個人
情報のより厳正な取扱いを確保する。

－

パブリッ
ク・コメン
トの実施

審議会答申

条例改正

手引・パン
フレット等
の作成

条例の施行

制度の適正
な運用

取組の推進 → → 14 － 総務局

経費
（百万円）

数値目標等 担当局№ 政策項目名 事業概要
年次計画
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第２節　市民の知恵や創造性を生かした政策を形成する

事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

171 審議会等の公開
 条例上非公開とすべき審議会等を除き，
審議を公開する。

－
全公開対象
審議会の公
開

取組の推進 → → →
0

全公開対象
審議会の公
開
(16年度）

総合企画局

①ワーク
ショップ事業
の拡充

取組の推進 → → → → 60
各局区30事
業以上
（毎年度）

総合企画局

②電子会議室
の設置

会議室設置
（本格実
施）

取組の推進 → → →
30 － 総合企画局

172
市政への市民参
加の推進

①市民参加を基本原則とする市政をさらに
進めるため，より多くの市民が身近な施設
の整備や計画づくりに参加できるワーク
ショップ事業を拡充する。

②幅広い世代が市政に積極的に参加する機
会を設けるとともに，インターネット上で
のコミュニティ形成を目的に電子会議室を
実施する。

経費
（百万円）

数値目標等 担当局№ 政策項目名 事業概要
年次計画
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事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

①国民健康保
険料徴収率の
向上

取組の推進 → → → → 0

徴収率
92.0％
（20年度)

参考
14年度
91.2％

保健福祉局

②保育料徴収
率の向上

取組の推進 → → → →
0

徴収率
98.5％
（20年度)

参考
14年度
96.8％

保健福祉局

③介護保険料
徴収率の向上

取組の推進 → → → →
0

徴収率
98.5％
（20年度）

参考
14年度
98.0％

保健福祉局

④市営住宅家
賃徴収率の向
上

取組の推進 → → → → 0

徴収率
97.6％
（20年度)

参考
15年度
97.1％

都市計画局

173
保険料・保育
料・市営住宅家
賃の徴収率向上

　税財政力強化のため，以下の取組を行
う。

①被保険者間の負担の公平化と制度運営の
安定化に向け，国民健康保険料の徴収率の
向上を図る。

②保育料徴収率の向上を図るため，モデル
地域を設け，保育所長を本市非常勤嘱託員
として委嘱する等により滞納者に対する納
入指導を実施するなどの取組を行ってい
く。

③介護保険料の納付について市民の理解を
求め，未納者に対しては個々の状況に応じ
たきめ細やかな納付相談を行うとともに，
納付忘れを防ぐため，保険料納入の口座振
替を勧奨し，収納率の向上を図る。

④年度毎に重点取組事項を定め，家賃滞納
に対する取組を強化し，市営住宅の家賃収
納率の向上を図る。

№ 政策項目名 事業概要
年次計画 経費

（百万円）
数値目標等 担当局
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事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

①市民参加型
ミニ市場公募
債「京都浪漫
（ロマン）
債」の積極的
な活用

発行 → → → → 105
総額200億円
発行
（5箇年間）

理財局

②市債発行の
適切な管理に
よるプライマ
リーバランス
の均衡堅持

均衡堅持 → → → → 0 － 理財局

①市税の軽減
措置の見直し
や課税自主権
の活用の検討

京都市税制
研究会最終
報告

市税軽減措
置の整理合
理化

取組の推進 → → → 0 － 理財局

②国等からの
税源移譲等に
よる税財政力
の強化

国への要望
の実施

→ → → →
0 － 理財局

③市税徴収率
の向上

取組の推進 → → → →
0

徴収率
96.5％
（20年度）

参考
14年度
94.8％

理財局

175

個性ある政策を
展開していくた
めの税財政力の
強化

①京都市税制研究会による提言等を踏ま
え，市税の軽減措置の見直しや課税自主権
活用の検討を行う。

②国等からの税源移譲等を求めることによ
り，本市の税財政力の強化を図る。

③市税収入の確保と税負担の公平化に向
け，市税徴収率の向上を図る。

№ 政策項目名 事業概要

174
市債の効果的な
活用

①財政面からの市民参加を進めるととも
に，資金調達手段の多様化を図るため，購
入対象を市民等に限定した市民参加型ミニ
市場公募債「京都浪漫（ロマン）債」を発
行する。

②市債の発行を適切に管理することによ
り，プライマリーバランス[（歳入－市債
収入）－（歳出－公債費）]の均衡を堅持
する。

年次計画 経費
（百万円）

数値目標等 担当局
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事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

176
新しい大都市制
度への積極的提
言

　新たな大都市制度の在り方について，16
年3月に発足した第28次地方制度調査会な
どにおける論議や，市町村合併など大都市
にかかわる課題の動向を注視しながら，制
度の抜本的な見直しが図られるよう国に提
言・要望する。また，他の指定都市とも十
分に連携を図る。

－ 取組の推進 → → → → 3 － 総務局

第３節　市民とともに政策を実施する

事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

①地域のまち
づくり支援拠
点「暮らしの
工房」づくり
の支援

検討 モデル地区
での実施

半数を超え
る区での実
施

全区におけ
る実施

→
94
全区に設置
（19年度）

文化市民局

②市民活動総
合センターの
活動拡大

取組の推進 → → → → 380 － 文化市民局

177
市民の自主的な
活動の支援

　市民の自主的なまちづくりを推進するた
め，以下の取組を行う。

①市民活動総合センターとの連携の下，地
域のまちづくり活動のための情報収集・交
換や取組の拠点となる「暮らしの工房」づ
くりを支援する。

②市民活動を総合的に支援する拠点施設で
ある市民活動総合センターにおいて，活動
の場の提供や相談などの事業の拡充を図る
ことにより，ＮＰＯ（民間非営利組織）や
ボランティア団体等の市民活動を積極的に
支援する。

№ 政策項目名 事業概要
年次計画 経費

（百万円）
数値目標等 担当局

№ 政策項目名 事業概要
年次計画 経費

（百万円）
数値目標等 担当局
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事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

①新たな都市
経営のしくみ
の構築

取組の推進 → → → → － 総務局

②民間活力導
入の推進

取組の推進 → → → →
－ 総務局

③行政評価を
活用した事務
事業の見直し

取組の推進 → → → → － 総務局

④職員数の適
正化

取組の推進 → → → →
職員数1,000
人の減員
（20年度当
初）

総務局

178

限られた行財政
資源の効果的な
活用

　効率的，効果的な行政運営を推進するた
め，以下の取組を行う。

①「京都市市政改革実行プラン」に基づ
き，成熟社会に対応した新しい都市経営の
しくみの構築に取り組む。

②民営化，民間委託，ＰＦＩ（民間資金等
の活用による公共施設等の整備），公の施
設の指定管理者制度，地方独立行政法人な
どに係る基本的な考え方を示し，それに基
づく取組を実行する。

③行政評価システムを活用して事務事業の
見直し等を行う。

④事務事業の効率化，委託化の推進などに
よって，全任命権者を対象に，職員数の適
正化に取り組む。

21

№ 政策項目名 事業概要
年次計画 経費

（百万円）
数値目標等 担当局
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事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

①交通事業ル
ネッサンスプ
ラン及びアク
ションプログ
ラムの推進

取組の推進 → → → → 0

バス事業
：21年度で
の経常収支
の均衡

地下鉄事業
：東西線開
業（天神川
延伸）後概
ね30年以内
に不良債務
の解消

交通局

②管理の受委
託の拡大

九条営業所
の一部委託
(16年度に
準備,実施)

九条営業所
の一部委託
（年間委
託）

梅津営業所
の一部委託

→ 西賀茂営業
所の一部委
託

0

バス事業規
模の2分の1
まで拡大
（20年度）

交通局

180
上下水道事業の
経営健全化

　「上下水道事業　中期経営プラン」（取
組期間：16～20年度）の具体的施策として
の「第3期効率化推進計画」により，局統
合による部・課及び事業の再編と市民サー
ビスの向上，人員削減，物件費節減，建設
改良事業費縮減等を柱とする事務事業の効
率化を実施し，上下水道事業の経営健全化
を図る。

－ 取組の推進 → → → → 0

現行料金・
使用料の維
持
（5箇年間）

上下水道局

179
交通事業の経営
健全化

①市民の大事な足である市バス・地下鉄を
今後とも維持していくため，人件費の削減
や旅客増対策などに取り組み，民間事業者
にも負けない経営体質の強化と乗客サービ
スの充実を図る。

②交通局が路線，運賃等の決定に責任を負
いつつ，運営を民間バス事業者に委託する
ことにより，事業の効率化を図る「管理の
受委託」を拡大する。

№ 政策項目名 事業概要
年次計画 経費

（百万円）
数値目標等 担当局

81



事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

①整理統合の
推進

計画の策定 取組の推進 → → →
団体数の16
年度比10％
以上削減
（20年度）

総務局

②人的，財政
的関与の見直
し

計画の策定 取組の推進 → → →

市職員派遣
の15年度比
30％以上及
び補助金の
15％程度削
減
（20年度）

総務局

①電子入札の
実施

電子入札シ
ステムの構
築
（物品契約
システム）
（工事契約
システム）
（業者管理
システム）

電子入札の
実施

→ 拡充 →

305
電子入札の
実施
（17年度）

理財局

②価格以外の
環境なども評
価する「政策
入札」の導入

一部実施，
効果検証

取組の推進 → → →
0
政策入札の
実施
（16年度）

理財局

経費
（百万円）

182
入札制度改善の
推進

①一連の発注事務（発注情報の公開，入
札，開札，結果の公表等）を電子化し，イ
ンターネットを介して行う。

②政策目的を達成するための誘導策とし
て，公共契約において，価格以外の要素も
評価する「政策入札」を行うとともに，事
業者の社会的貢献度等（環境配慮や福祉
等）によって，格付・指名で優遇や制限を
する制度の導入を検討する。

№ 政策項目名 事業概要
年次計画

181
外郭団体の改革
の推進

　「京都市外郭団体改革計画」に基づき，
以下の取組を行う。

①整理統合を行うことが適当と判断される
団体に対して指導を行う。

②経営評価の実施や，人的，財政的支援の
在り方の見直し等により経営健全化を推進
する。

15

数値目標等 担当局
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事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

183
組織内分権の推
進

　時代や市民のニーズに的確に対応し，市
民に高品質で満足度の高いサービスを提供
できるよう，局長・区長への権限委譲など
市民の行政需要に精通した各部局への組織
内分権の一層の拡大を図る。

（16年度事業内容）
・局長等への予算の流用及び移用権限の委
譲
・本庁における係制の廃止
・区長・支所長への総務課とまちづくり推
進課の業務分担，人員配置権限の委譲

－ 取組の推進 → → → → 0 － 総務局

184
職員の意識改革
と信賞必罰の徹
底

　人材活性化基本方針（案）に基づき，市
民に奉仕する行政のプロとしての職員の意
識改革をさらに推進するとともに，職員に
対する信賞必罰を徹底する。

－ 取組の推進 → → → → 0 － 総務局

185

市役所の制度・
しくみや仕事の
仕方を改革・改
善する「プラ
ス・アクション
21」の推進

　民間企業の改革手法であるＴＱＭ（総合
的品質管理）の手法を応用して，全職員が
一丸となって市役所の制度・しくみや仕事
の仕方を改革・改善する「プラス・アク
ション21」の取組を引き続き推進する。
　さらにこの取組を発展させ，全市的な行
政経営品質向上運動を展開する。

－ 取組の推進 → → → → 5

業務改善活
動の実施職
場の割合
100％
（20年度）

総務局

№ 政策項目名 事業概要
年次計画 経費

（百万円）
数値目標等 担当局
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第４節　市民とともに政策を評価して市政運営に生かす

事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

①政策評価制
度の充実

本格実施

指標の充実

取組の推進 → → → 25 － 総合企画局

②事務事業評
価制度の充実

評価対象の
拡大

事業所評価
手法の検討

事務事業評
価サポー
ターの募集

取組の推進 → → → 15 － 総務局

①公共工事の
コスト縮減

取組の推進 →
（取組状況
の確認）

→
（必要に応
じた新行動
計画の見直
し）

→ →
0

8年度の標準
的な工事コ
ストに対
し，縮減率
7％
（16～19年
度で120億円
の縮減）

建設局

②公共事業評
価の推進

再評価の実
施

新規採択時
評価の実施

事後評価の
検討

取組の推進 → →
（事後評価
の本格実
施）

→ 55 － 建設局

187

公共事業の透明
性・効率性の確
保

①効率的な公共事業の執行により，限られ
た財源を有効に活用し，社会資本整備を着
実に進めるため，「京都市公共工事コスト
縮減対策に関する新行動計画」に基づき，
公共工事の総合的なコスト縮減を図る。
　
②公共事業の実施過程の各段階（採択前・
実施中・完了後）において評価を行い，事
業の効率性,実施過程の透明性の一層の向
上を図る。

186
行政評価システ
ムの充実

①より効果的な政策の立案や市政の推進に
資するとともに市民への説明責任を果たす
政策評価制度の充実を図る。

②事務事業の目標達成度や効率性等を評価
し，行政資源の有効活用等を行う事務事業
評価制度の充実を図る。

経費
（百万円）

数値目標等 担当局№ 政策項目名 事業概要
年次計画
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第５節　個性を生かした魅力ある地域づくりを進める

事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

①区民の声を
市政に反映す
るための取組

取組の検
討・実施

取組の推進 － － －
0 － 文化市民局

②区民の目線
に立ったサー
ビスの改革の
ための取組

「市民サー
ビス向上計
画」の実施
等

取組の推進 → → → 195 － 文化市民局

③市民に親し
まれる区役
所・支所の呼
称公募の実施

検討・実施 － － － － 7 － 文化市民局

④コンシェル
ジュ（総合案
内人）の配置

検討 → → 配置着手 → 72
区・支所に
配置着手
（19年度）

文化市民局

188

地域における総
合行政機関とし
ての区役所機能
の充実

　多様な市民ニーズに応じた，きめ細かな
行政サービスの提供を進めるとともに，各
区の個性を生かした地域づくりを推進する
ために，区役所機能の強化を図る。

№ 政策項目名 事業概要
年次計画 経費

（百万円）
数値目標等 担当局
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事業内容 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

①右京区総合
庁舎の整備

設計 工事 → 竣工 －
4,150
竣工
（19年度）

文化市民局

②伏見区総合
庁舎（伏見青
少年活動セン
ターを併設）
の整備

設計 → 工事 → 竣工 8,867
竣工
（20年度）

文化市民局

③その他の総
合庁舎の整備
に向けた取組
の推進

検討 調査検討 → → 総合庁舎化
計画を策定

4 － 文化市民局

190
京北町との合併
の推進

  京都市・京北町合併協議会において，施
策・行政制度の調整や市町村建設計画の策
定を行い，17年3月末を目標に合併の手続
を進める。

－

合併協議会
における協
議

法に定める
手続

条例等の改
正等

－ － － － 0
合併
（17年3月
末）

総務局

№ 政策項目名 事業概要
年次計画 経費

（百万円）
数値目標等 担当局

189
区役所の総合庁
舎化の推進

①右京区総合庁舎については，地下鉄東西
線　天神川駅(仮称)周辺整備地区に建設す
る市街地再開発施設内に整備する。

②伏見区総合庁舎については，区民部，福
祉部，保健部の各庁舎を統合するととも
に，伏見青少年活動センターを併設して整
備する。

③未実施の区役所庁舎(上京区,左京区,西
京区)について,総合庁舎化に向けて取組を
推進する。
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